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一

は
じ
め
に

中
国
の
株
式
会
社
制
度
は
、
国
有
企
業
の
建
直
し
を
め
ぐ
る
改
革
の
中
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
可
決
さ
れ
た
会

社（
１
）

法
は
、
国
有
企
業
の
改
革
の
一
環
と
し
て
立
法
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
国
有
企
業
に
お
け
る
所
有
と
経
営
の
一
致
か
ら
、

諸
外
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
参
考
に
、
所
有
と
経
営
の
分
離
、
業
務
の
合
理
化
、
効
率
化
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
株

式
会
社
は
株
主
総
会
、
取
締
役
会
及
び
監
事
会
の
三
つ
の
機
関
か
ら
構
成
さ
れ
、
所
有
に
よ
る
経
営
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ら
び
に
専
門

的
な
機
関
に
よ
る
経
営
の
監
督
体
制
が
一
応
構
築
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
経
営
監
督
を
め
ぐ
る
不
祥
事
や
国
有
資
産
の
流
失
な
ど
の
問
題
が
相
次
ぎ
、
株
式
会
社
と
い
う
経
済
組
織
の
優
越
性
に

つ
い
て
疑
問
が
提
起
さ
れ
、
学
界
は
早
く
か
ら
会
社
法
改
正
の
声
を
上
げ
て
き
た
。
株
式
会
社
の
監
事
会
は
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず

実
効
性
が
な
い
と
い
う
指
摘
に
対
し
て（
２
）

は
、
二
〇
〇
二
年
、
中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会
と
国
家
経
済
貿
易
委
員
会
が
連
名
で
公
布
し

中
国
の
株
式
会
社
に
お
け
る
監
事
会
（
監
査
役
会
）
の

構
成
及
び
そ
の
地
位
の
向
上
を
め
ぐ
っ
て

―
―
史
的
背
景
、
現
状
お
よ
び
改
正
論
議
の
動
向
―
―
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た
「
上
場
会
社
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
原
則
」（
中
国
語
で
は
「
上
市
公
司
治
理
準
則
」）
に
お
い
て
監
事
会
の
権

限
が
あ
る
程
度
強
化
さ
れ
た
も
の
の
、
上
場
会
社
の
み
が
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
限
界
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
会
社
法
上
の
株
式
会
社
に
お
け
る
監
事
会
の
構
成
を
検
討
の
対
象
と
し
、
国
有
企
業
改
革
が
会
社
法
の
成
立
に
与
え
た

影
響
を
考
察
し
つ
つ
監
事
会
の
構
成
の
実
態
を
も
踏
ま
え
、
そ
の
地
位
の
向
上
を
め
ぐ
る
改
正
議
論
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二

監
査
制
度
の
生
成

（
１
）
監
査
制
度
生
成
の
背
景
及
び
経
緯

一

国
有
企
業
に
お
け
る
所
有
と
経
営
の
分
離
を
め
ぐ
る
改
革

建
国
後
、
官
庁
か
ら
企
業
へ
の
権
利
譲
歩
を
め
ぐ
る
改
革
が
行
わ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
れ
は
国
の
計
画
経
済
体
制
を
維
持
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
企
業
改
革
と
は
い
え
ず
、
既
存
体
制
の
改
良
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ（
３
）

た
。
本
格
的
な
企
業
改
革

と
い
え
ば
、
一
九
七
八
年
末
の
中
国
共
産
党
中
央
委
員
会
第
一
一
期
第
三
回
大
会
（
以
下
「
党
一
一
期
三
回
大
会
」
と
い
う
）
で
改
革

開
放
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
以
来
、
国
有
企
業
に
お
い
て
は
、「
企
業
自
主
権
の
拡
大
を
め
ぐ
る
改

（
４
）

革
」
と
「
企
業
へ
の
利
潤
供
与
を
め
ぐ
る
改（
５
）

革
」
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
改
革
を
経
て
、
既
存
の
生
産
資
源
の
国
家
所
有
体
制
が
見

直
さ
れ
な
け
れ
ば
、
新
し
い
企
業
モ
デ
ル
も
構
築
で
き
な
い
と
い
う
意
識
が
漸
次
高
ま
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
企
業
に
お
け

る
所
有
と
経
営
の
分
離
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
学
界
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
と
い（
６
）

う
。

所
有
と
経
営
の
分
離
を
め
ぐ
る
改
革
の
中
で
導
入
さ
れ
た
の
が
、「
経
営
請
負
責
任
制（
７
）

度
」
と
「
リ
ー
ス
経
営
制
度
」
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
改
革
に
よ
り
従
業
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
及
び
企
業
の
活
力
は
大
い
に
向
上
し
た
。
し
か
し
、
請
負
制
に
お
い
て
は
年
度
利
潤

と
税
金
納
付
に
対
す
る
官
庁
の
介
入
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
た
め
、
企
業
の
官
庁
へ
の
依
存
性
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
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っ（
８
）

た
。
他
方
、
リ
ー
ス
経
営
に
お
い
て
は
賃
借
人
の
短
期
志
向
的
な
活
動
が
目
立
ち
、
ま
た
損
失
に
対
す
る
賃
借
人
の
賠
償
不
能
な
ど

の
問
題
が
新
た
に
生
じ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
有
企
業
に
お
け
る
所
有
と
経
営
の
分
離
を
め
ぐ
る
改
革
に
お
い
て
は
、
新
た
な
試
み
を

迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二

国
有
企
業
へ
の
株
式
制
導
入

前
記
の
改
革
を
経
て
、
企
業
に
活
性
化
を
も
た
ら
す
有
効
な
手
段
と
し
て
登
場
し
た
の
が
株
式
制
で
あ（
９
）

る
。
株
式
制
の
導
入
に
お
い

て
は
、
す
で
に
一
九
八
四
年
か
ら
そ
の
試
行
が
始
ま
っ
て
い（
１０
）

た
。
当
時
は
企
業
改
革
の
非
主
流
的
な
形
式
に
す
ぎ
ず
、
周
囲
の
認
識
も

不
十
分
で
あ
っ
た
も
の
の
、
株
式
会
社
制
度
へ
の
改
革
が
進
む
に
つ
れ
そ
の
必
要
性
に
対
す
る
認
識
は
日
ま
し
に
高
ま
っ
て
き（
１１
）

た
。
一

九
八
六
年
の
「
企
業
改
革
の
推
進
及
び
企
業
活
力
の
向
上
に
関
す
る
若
干
の
規
定
」（
中
国
語
で
は
「
関
于
深
化
企
業
改
革
増
強
企
業

活
力
的
若
干
規
定
」）
で
は
、
全
民
所
有
制
の
大
・
中
型
企
業
に
株
式
制
の
導
入
が
認
め
ら
れ
、
経
済
発
展
地
域
と
改
革
が
進
ん
で
い

る
地
域
に
お
い
て
そ
の
試
行
が
行
わ
れ（
１２
）

た
。
一
九
九
二
年
の
統
計
で
は
、
そ
の
導
入
を
完
了
し
た
企
業
の
数
が
三
二
〇
〇
社
に
達
し
た

と
さ
れ
て
い
る（
１３
）

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
時
期
に
お
け
る
代
表
的
な
「
株
式
制
試
行
企
業
九
七（
１４
）

社
」
の
実
態
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
九
七
社

の
う
ち
、
機
関
設
置
に
つ
い
て
は
一
四
社
が
従
来
の
工
場
長
、
共
産
党
委
員
会
、
従
業
員
代
表
大
会
（
従
業
員
は
中
国
語
で
「
職
工
」

で
あ
る
が
、
規
模
に
よ
っ
て
従
業
員
大
会
を
設
置
す
る
場
合
も
あ
る
）
と
い
う
機
関
を
維
持
し
て
お
り
、
株
式
会
社
へ
の
組
織
転
換
を

行
っ
た
八
三
社
に
お
い
て
も
、
株
主
総
会
未
設
置
の
企
業
が
二
八
社
、
監
査
機
関
未
設
置
の
企
業
が
六
四
社
に
達
し
、
一
四
社
の
経
理

が
官
庁
の
直
接
任
命
を
受
け
て
就
任
し
て
い（
１５
）

た
。

し
か
し
、
株
式
制
の
導
入
は
多
く
の
国
有
企
業
に
と
っ
て
単
な
る
資
金
調
達
の
た
め
で
あ
り
、
企
業
の
経
営
管
理
に
つ
い
て
も
実
質

的
な
改
革
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
企
業
財
産
の
所
有
者
と
し
て
権
限
を
行
使
す
る
者
が
不
明
確
で
あ
っ
た
た
め
、
株
主
権
の
行
使

に
お
い
て
も
混
乱
が
生
じ
た
。
さ
ら
に
、
従
来
の
共
産
党
委
員
会
、
従
業
員
代
表
大
会
及
び
労
働
組
合
の
三
機（
１６
）

関
と
新
設
さ
れ
た
株
主
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総
会
、
取
締
役
会
及
び
監
事
会
の
三
機
関
と
の
間
に
お
け
る
権
限
分
配
が
新
た
な
課
題
と
な
っ
た
ほ
か
、
株
主
総
会
と
取
締
役
会
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て
の
議
論
も
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ（
１７
）

た
。
加
え
て
、
国
有
資
産
の
流
失
、
株
式
の
債
券
化
な
ら
び
に
株
式
市
場
の

不
健
全
さ
に
起
因
す
る
株
式
の
投
機
売
買
等
の
問
題
も
続
出
し（
１８
）

た
。

三

監
査
制
度
導
入
の
経
緯

前
記
の
よ
う
に
、
株
式
制
の
導
入
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
企
業
に
お
け
る
所
有
と
経
営
の
分
離
を
め
ぐ
る
改

革
が
推
進
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
監
査
制
度
の
導
入
も
、
株
式
制
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
一
九
八
四
年
か
ら
始
ま
っ
た
改
革
の
一
環

と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
改
革
の
当
時
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
株
式
制
の
企
業
組
織
は
不
明
確
な
も
の
で
あ
り
、
監
査
機

関
の
設
置
も
任
意
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ（
１９
）

た
。
国
務
院
発
展
研
究
セ
ン
タ
ー
が
国
際
連
合
に
提
出
し
た
報
告
書
「
中
国
に
お
け
る
企

業
改
革
」
で
は
、
国
有
企
業
の
所
有
者
の
権
利
と
利
益
を
保
護
し
保
障
す
る
た
め
に
は
、
法
律
上
、
経
営
者
の
責
任
を
明
確
に
し
、
権

限
の
濫
用
を
防
止
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
所
有
者
に
対
し
て
直
接
責
任
を
負
う
企
業
の
監
督
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
等
が
重
要
で
あ
る

と
指
摘
さ
れ（
２０
）

た
。
監
事
会
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
企
業
改
革
を
通
じ
て
こ
れ
ま
で
に
な
い
強
力
か
つ
広
汎
な
権
限
が
付
与
さ
れ
た
会
社

経
営
陣
の
不
正
行
為
を
防
止
す
る
た
め
で
あ（
２１
）

る
。
独
任
制
の
監
事
制
度
で
は
な
く
、
合
議
制
の
監
事
会
制
度
が
採
用
さ
れ
た
理
由
に
つ

い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
前
記
の
「
株
式
制
試
行
企
業
九
七
社
」
に
対
し
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、
監
査
制
度
に
お

い
て
は
監
事
の
独
任
制
で
は
な
く
、
監
事
会
と
い
う
合
議
制
の
機
関
へ
の
認
識
が
優
先
的
に
考
慮
さ
れ
た
と
い
う
。
八
〇
年
代
後
半
に

出
版
さ
れ
た
企
業
法
や
会
社
法
に
関
す
る
研
究
書
に
お
い
て
も
、
株
式
会
社
の
監
査
機
関
に
つ
い
て
は
監
事
会
ま
た
は
監
事
委
員
会
が

念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
し
、
株
式
会
社
と
い
う
組
織
の
試
行
段
階
で
出
さ
れ
た
各
地
方
の
暫
定
条
例
か
ら
統
一
会
社
法
の
立
法
に
い
た

る
ま
で
、
そ
の
い
ず
れ
も
監
事
会
と
い
う
合
議
制
の
機
関
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ（
２２
）

る
。

一
方
、
監
事
会
制
度
が
導
入
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、
従
業
員
代
表
の
参
加
を
認
め
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
従
来
の

論 説
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国
有
企
業
で
は
、
従
業
員
代
表
大
会
に
よ
る
従
業
員
の
経
営
へ
の
関
与
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
た
が
、
企
業
と
り
わ
け
外
資
株
に
よ
る

外
国
資
本
及
び
個
人
株
に
よ
る
個
人
資
本
の
参
入
を
認
め
る
会
社
に
お
い
て
も
、
従
業
員
の
参
加
体
制
を
維
持
す
る
た
め
、
監
事
会
制

度
の
導
入
と
同
時
に
監
事
会
へ
の
従
業
員
の
参
加
を
容
認
し
た
と
い（
２３
）

う
。

（
２
）
会
社
法
の
特
殊
性

一

会
社
法
の
位
置
づ
け

前
記
の
改
革
の
結
果
、
従
来
の
国
有
企
業
に
は
社
会
か
ら
の
資
金
が
注
入
さ
れ
、
企
業
の
性
質
に
変
化
が
生
じ
た
た
め
、
国
有
企
業

の
定
義
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
五
月
、
国
務
院
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
「
企
業
国
有
資
産
監
督
管
理
暫
行
条
例
」

（
以
下
「
暫
行
条
例
」
と
い
う
）
は
、
国
有
資
産
の
監
督
管
理
お
い
て
、
国
有
企
業
、
国
有
株
支
配
企
業
（
中
国
語
で
は
「
国
有
控
股

企
業
」）
な
ら
び
に
国
有
株
参
入
企
業
（
中
国
語
で
は
「
国
有
参
股
企
業
」）
に
分
類
し
「
暫
行
条
例
」
を
適
用
し
て
い
る
。

「
暫
行
条
例
」
起
草
チ
ー
ム
の
法
解
釈
に
よ
る
と
、
国
有
企
業
に
は
、
企
業
法
が
適
用
さ
れ
る
国
有
独
資
企
業
（
所
謂
従
来
の
全
民

所
有
制
企
業
）
と
会
社
法
が
適
用
さ
れ
る
国
有
独
資
会
社
（
中
国
語
で
は
「
国
有
独
資
公
司
」
で
あ
り
、
従
来
の
全
民
所
有
制
企
業
が

有
限
会
社
へ
と
組
織
転
換
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
会
六
四
条
）
が
含
ま
れ（
２４
）

る
。

一
九
九
四
年
に
制
定
さ
れ
た
「
株
式
会
社
に
お
け
る
国
有
株
の
管
理
に
つ
い
て
の
暫
定
方
法
」（
中
国
語
で
は
「
股
�
有
限
公
司
国

有
股
権
管
理
暫
行
弁
法
」）
第
一
一
条
に
は
、
株
式
制
の
導
入
に
際
し
て
は
国
家
株
ま
た
は
国
有
法
人
株
（
国
有
独
資
企
業
或
い
は
国

有
独
資
会
社
）
の
国
有
企
業
に
お
け
る
支
配
的
地
位
が
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
方
法
と
し
て
絶
対
的
支
配
な
ら
び
に
相
対

的
支
配
（
支
配
的
影
響
力
を
有
す
る
こ
と
）
が
挙
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
株
比
率
に
つ
い
て
は
五
〇
％
以
上
及
び
三
〇
％

以
上
五
〇
％
未
満
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
条
文
か
ら
す
る
と
、
国
家
ま
た
は
国
有
法
人
の
持
株
比
率
が
、
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五
〇
％
以
上
で
あ
る
場
合
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
三
〇
％
以
上
五
〇
％
未
満
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
支
配
的
地
位
を
有
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
企
業
は
国
有
株
支
配
企
業
で
あ
る
と
推
認
で
き（
２５
）

る
。

な
お
、
国
有
株
参
入
企
業
と
は
、
国
有
企
業
及
び
国
有
株
支
配
企
業
以
外
の
国
有
株
を
有
す
る
企
業
の
こ
と
で
あ
る
。

現
代
企
業
制
度
の
構
築
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
現
在
、
会
社
と
い
う
組
織
形
態
は
漸
次
定
着
し
つ
つ
あ
り
、
会
社
法
の
誕
生
が
、

国
有
企
業
改
革
の
中
で
考
案
さ
れ
た
企
業
モ
デ
ル
を
具
体
化
し
た
と
い
え
る
な
ら
ば
、
株
式
会
社
、
有
限
会
社
及
び
国
有
独
資
会
社

（
こ
れ
ら
は
会
社
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
会
社
組
織
形
態
で
あ
る
）
の
新
規
設
立
に
法
的
根
拠
を
与
え
た
こ
と
に
重
大
な
意
義

が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

二

国
有
株
主
権
の
行
使

所
有
と
経
営
の
分
離
を
め
ぐ
る
改
革
に
お
い
て
株
式
制
が
導
入
さ
れ
た
た
め
、
国
家
所
有
の
資
産
は
株
式
で
換
算
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
国
有
株
主
権
の
行
使
が
新
た
な
課
題
と
し
て
現
れ
た
。
従
来
、
国
有
株
主
権
の
行
使
に
お
い
て
は
法
制
度
の
整
備
の
遅
延
に
よ
り

混
乱
が
生
じ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
三
年
五
月
、「
暫
行
条
例
」
の
公
布
に
よ
り
国
有
株
主
権
の
行
使
は
新
し
い
展
開
を
迎
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
有
資
産
監
督
管
理
機
構
が
従
来
の
行
政
機
関
に
代
わ
っ
て
出
資
者
と
し
て
の
職
務
を
履
行
し
、
国
有
資
産
に
対

す
る
管
理
監
督
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
暫
行
条
例
一
二
条
一
項
）。
そ
の
画
期
的
な
進
展
は
、
国
有
資
産
監
督
管
理
機
構

が
中
央
か
ら
地
方
に
わ
た
っ
て
設
置
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
行
政
機
関
の
特
設
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
（
暫
行
条
例
一
二
条
一
項
、

二
項
）、
行
政
機
関
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
（
２６
）

る
。
各
地
の
国
有
資
産
監
督
管
理
機
構
は
国
務
院
お
よ
び
地
方
官
庁
を

代
表
す
る
と
定
め
ら
れ
て
お
り
（
暫
行
条
例
一
二
条
一
項
）、
行
政
機
関
と
の
関
係
は
委
託
者
と
受
託
者
の
関
係
に
あ
る
と
解
さ
れ

（
２７
）

る
。
国
有
資
産
監
督
管
理
機
構
は
、
株
主
代
表
た
る
者
を
国
有
株
を
有
す
る
会
社
に
派
遣
し
、
株
主
総
会
の
議
事
に
参
加
す
る
（
暫
行

条
例
二
二
条
一
項
、
二
項
）。
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ま
た
、
国
有
資
産
監
督
管
理
機
構
の
授
権
を
受
け
た
国
有
独
資
企
業
と
国
有
独
資
会
社
は
、
出
資
企
業
に
お
い
て
出
資
者
と
し
て
の

権
限
を
有
し
、
国
有
資
産
に
対
し
管
理
監
督
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
暫
行
条
例
二
八
条
）。
よ
っ
て
、
国
有
独
資
企

業
と
国
有
独
資
会
社
は
、
資
金
注
入
し
た
企
業
に
お
い
て
、
取
締
役
及
び
監
事
の
選
任
事
項
の
決
議
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ（
２８
）

た
。

以
上
を
整
理
す
る
と
、
国
有
株
主
権
を
行
使
す
る
者
は
国
有
資
産
監
督
管
理
機
構
、
国
有
独
資
企
業
及
び
国
有
独
資
会
社
で
あ
る
。

三

従
業
員
地
位
の
維
持

従
来
か
ら
公
有
制
企（
２９
）

業
の
従
業
員
に
は
企
業
の
持
主
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
強
く
、
企
業
の
管
理
に
も
直
接
関
与
し
て
き（
３０
）

た
。
従
業

員
は
、
単
な
る
職
員
あ
る
い
は
労
働
者
で
は
な
く
、
全
民
の
一
員
と
し
て
国
有
企
業
の
生
産
財
所
有
権
主
体
の
構
成
員
で
も
あ
り
、
所

有
者
と
労
働
者
の
二
重
の
地
位
に
あ（
３１
）

る
。
例
え
ば
、
従
業
員
は
代
表
大
会
ま
た
は
ほ
か
の
形
式
を
通
じ
て
企
業
へ
の
民
主
的
管
理
に
参

加
で
き
る
ほ
か
（
企
業
法
一
〇
条
）、
従
業
員
代
表
大
会
の
常
設
機
関
た
る
労
働
組
合
を
通
じ
て
日
常
的
業
務
を
行
う
こ
と
も
で
き
る

（
企
業
法
五
一
条
）。
な
お
、
従
業
員
に
は
企
業
に
お
け
る
経
営
へ
の
民
主
的
管
理
権
、
企
業
の
生
産
お
よ
び
事
業
活
動
に
対
す
る
意

見
陳
述
権
な
ら
び
に
提
案
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
国
の
関
連
行
政
機
関
に
企
業
の
真
実
の
状
況
を
報
告
し
企
業
の
責
任
者
を
批

判
ま
た
は
告
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
（
企
業
法
四
九
条
）、
経
営
に
対
す
る
監
督
権
も
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
従
業
員
は
独
立
し
た
利
益
主
体
で
あ
り
、
勤
務
の
安
全
性
、
収
入
の
安
定
性
等
の
面
で
個
人
及
び
家
族
は
会
社
と
の
共
存
意

識
も
強
く
、
経
営
及
び
経
営
監
督
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
高（
３２
）

い
。
し
か
も
、
従
業
員
は
、
直
接
会
社
の
生
産
、
経
営
及
び
管
理

に
関
与
し
て
い
る
た
め
、
会
社
の
事
情
に
関
し
て
詳
し
く
、
情
報
源
も
広（
３３
）

い
。
な
お
、
従
業
員
代
表
を
取
締
役
及
び
監
事
に
選
任
す
る

の
は
、
現
代
企
業
制
度
構
築
の
内
容
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
と
解
す
る
見
解
が
あ（
３４
）

る
。
企
業
成
長
に
お
け
る
情
報
、
人
材
等
の
影
響
力
か

ら
従
業
員
が
経
営
及
び
監
督
に
関
与
す
る
の
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
い
う
。

こ
う
い
っ
た
な
か
で
、
国
有
財
産
所
有
者
と
従
業
員
の
追
求
す
る
利
益
が
異
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
利
益
を
守
る
た
め
の
表
現
の
場
を
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双
方
に
与
え
る
こ
と
が
、
監
事
会
に
課
せ
ら
れ
た
重
大
な
課
題
で
あ
っ
た
と
い（
３５
）

う
。
国
有
企
業
改
革
の
な
か
で
従
業
員
代
表
が
監
事
会

の
構
成
員
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
従
業
員
の
主
人
公
的
地
位
の
維
持
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ（
３６
）

う
。

（
３
）
小

括

従
来
、
官
民
一
体
と
な
っ
て
企
業
の
経
営
を
行
っ
て
き
た
た
め
、
所
有
と
経
営
が
分
離
さ
れ
て
い
る
新
し
い
経
済
組
織
は
国
民
に
と

っ
て
馴
染
ま
な
い
も
の
で
あ
っ（
３７
）

た
。
ま
た
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
監
督
の
重
要
性
に
対
す
る
認
識
も
薄（
３８
）

く
、
監
査

機
関
で
あ
る
監
事
会
の
効
能
お
よ
び
そ
の
位
置
づ
け
に
対
す
る
認
識
も
不
十
分
で
あ
っ（
３９
）

た
。
一
方
、
従
業
員
代
表
大
会
や
労
働
組
合
は
、

国
有
企
業
の
経
営
管
理
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
機
関
で
あ
る
が
、
従
業
員
取
締
役
及
び
従
業
員
監
事
制
度
が
従
業
員
代
表
大
会
制
度

の
承
継
で
あ
る
と
と
ら
え
る
考
え
方
も
あ（
４０
）

る
。
こ
う
し
た
中
で
、
国
有
企
業
の
株
式
会
社
へ
の
組
織
転
換
を
通
し
て
、
株
主
総
会
、
取

締
役
会
及
び
監
事
会
が
株
式
会
社
の
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
改
革
に
期
待
さ
れ
た
の
は
、
国
有
財
産
の
所
有
者
に
よ
る
経
営
へ
の

介
入
を
排
除
し
、
経
営
者
の
自
主
権
を
拡
大
す
る
こ
と
で
従
業
員
の
創
造
性
及
び
企
業
の
活
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
国
有
財
産
所
有
者
と
従
業
員
の
利
益
を
離
脱
し
た
経
営
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
新
た
な
課
題
と
し
て

現
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
国
有
財
産
所
有
者
及
び
従
業
員
の
追
求
す
る
利
益
が
相
違
す
る
こ
と
か
ら
、
利
益
を
守
る
た
め
の
表
現
の
場
を
双
方

に
与
え
る
こ
と
が
、
監
事
会
に
課
せ
ら
れ
た
重
大
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ（
４１
）

る
。
ま
た
、
監
事
会
の
監
査
が
実
効
的
で
な
い
の

は
、
従
業
員
代
表
の
割
合
が
定
款
の
作
成
者
で
あ
る
株
主
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
た
め
だ
と
い
う
見
解
か
ら（
４２
）

も
、
監
事
会
が
そ
の
構
成
員

の
利
益
追
及
の
影
響
を
深
く
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
推
認
で
き
る
。
さ
ら
に
支
配
株
主
以
外
の
中
小
株
主
、
従
業
員
と
会
社
は
緊

密
な
関
係
に
あ
り
、
会
社
の
経
営
に
対
す
る
監
督
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
高
い
た
め
、
監
事
会
は
彼
ら
の
利
益
を
代
表
す
べ
き
と
す
る
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見
解
も
あ（
４３
）

る
。

以
上
か
ら
す
る
と
、
学
説
は
監
事
会
を
、
取
締
役
会
の
経
営
に
お
け
る
諸
利
害
関
係
者
の
利
益
の
代
弁
者
と
い
う
形
で
と
ら
え
て
お

り
、
経
営
の
適
法
性
監
査
を
含
む
業
務
監
査
が
監
事
会
の
主
た
る
機
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
ま
で
は
統
合
さ
れ
な
か
っ
た
と
推
認
で

き
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
従
来
、
国
有
企
業
に
お
い
て
従
業
員
代
表
大
会
、
労
働
組
合
等
の
機
関
が
従
業
員
の
利
益
を
反
映
し
、
経
営

に
対
す
る
監
督
権
限
を
有
し
て
い
た
と
い
う
監
督
理
念
の
影
響
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
専
門
的
機
関
た
る
監
事
会
の
権
限
に

お
け
る
適
法
性
監
査
と
妥
当
性
監
査
に
つ
い
て
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三

監
事
会
の
構
成
に
お
け
る
法
的
構
造
と
そ
の
実
態

（
１
）
監
事
会
の
構
成

一

監
事
会
の
位
置
づ
け

株
式
会
社
の
機
関
は
、
最
高
意
思
決
定
機
関
と
し
て
の
株
主
総
会
（
会
一
〇
二
条
）、
業
務
執
行
機
関
と
し
て
の
取
締
役
会
（
会
一

一
二
条
二
項
）、
業
務
執
行
の
監
督
機
関
と
し
て
の
監
事
会
（
会
一
二
六
条
一
項
）
の
三
つ
の
機
関
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
監
事
会
は

取
締
役
会
の
同
列
機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
（
会
一
二
四
条
一
項
）、
ア
メ
リ
カ
を
典
型
と
す
る
一
元
制
機
関
に
お
け
る
監
査
シ
ス
テ
ム

と
も
、
ド
イ
ツ
を
典
型
と
す
る
二
元
制
機
関
に
お
け
る
そ
れ
と
も
異
な
る
。
ま
た
、
監
事
会
は
独
任
制
で
は
な
く
合
議
制
を
と（
４４
）

り
、
監

査
権
限
は
そ
の
監
事
会
に
属
す
る
（
会
一
二
六
一
項
）。
さ
ら
に
、
合
議
機
関
と
し
て
の
監
事
会
の
運
営
は
、M

eetin
g

式
で
は
な
く

B
oard

式
で
あ
る
と
解
さ
れ（
４５
）

る
。
こ
の
よ
う
に
、
監
事
会
が
会
社
の
監
査
権
限
の
主
体
と
さ
れ
る
以
上
、
監
査
機
関
の
す
べ
て
の
職

務
権
限
は
、
監
事
会
の
合
議
に
よ
る
決
議
を
通
じ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
監
事
会
の
構
成
員
た
る
監
事
の
す
べ
て
の
行
為
は
、

独
自
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
監
事
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
各
監
事
の
職
務
分
担
も
監
事
会
の
決
議
に
よ
っ
て
決
め
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ら
れ（
４６
）

る
。

二

監
事
会
の
構
成

監
事
会
は
、
株
主
総
会
で
選
任
さ
れ
る
株
主
代
表
と
従
業
員
の
民
主
的
選
挙
を
通
じ
て
選
任
さ
れ
る
従
業
員
代
表
か
ら
な
る
三
人
以

上
の
監
事
で
構
成
さ
れ
る
（
会
一
〇
三
条
三
号
、
一
二
四
条
一
項
、
二
項
）。
監
事
会
へ
の
株
主
代
表
の
参
加
が
法
定
さ
れ
て
い
る
の

は
、
株
式
会
社
へ
の
組
織
転
換
を
行
っ
た
従
前
の
国
有
企
業
に
お
け
る
国
有
資
産
の
私
物
化
等
の
問
題
に
対
し
、
所
有
者
と
し
て
の
国

家
が
自
ら
監
査
、
監
督
を
行
う
と
い
う
体
制
の
維
持
か
ら
由
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
国
有
企
業
に
お
い
て
は
、
形
式
的
に
党
の

組（
４７
）

織
、
従
業
員
及
び
従
業
員
代
表
大
会
に
よ
る
監
督
、
監
査
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
実
効
性
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、

一
九
八
三
年
に
は
中
央
か
ら
地
方
に
い
た
る
ま
で
会
計
検
査
院
（
中
国
語
で
は
「
審
計
署
」）
が
設
置
さ
れ
、
行
政
の
一
環
と
し
て
国

有
企
業
の
財
務
上
の
支
出
に
対
す
る
適
法
性
お
よ
び
効
率
性
の
監
査
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
厖
大
な
数
に
昇
る
国
営
企
業
の
す
べ
て

に
は
到
底
及
ば
な
い
こ
と
や
、
財
務
上
の
監
査
に
つ
い
て
も
事
後
監
査
で
あ
る
が
ゆ
え
に
不
正
行
為
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ（
４８
）

た
。
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
制
定
さ
れ
た
会
社
法
に
お
い
て
も
、
株
主
代
表
の
監
事
会
へ
の
参
加
が
義
務
付
け
ら
れ
、
所
有

者
と
し
て
の
国
家
が
直
接
監
査
、
監
督
す
る
体
制
が
維
持
さ
れ
た
。

従
業
員
代
表
が
監
事
会
の
構
成
員
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
記
二
・（
２
）・
三
「
従
業
員
地
位
の
維
持
」
に
お
い
て
述
べ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

監
事
会
に
お
け
る
株
主
代
表
と
従
業
員
代
表
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
定
款
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
（
会
一
二
四
条
二
項
）。
そ

れ
ゆ
え
、
監
事
会
に
お
け
る
従
業
員
代
表
の
割
合
は
定
款
の
作
成
者
で
あ
る
株
主
に
よ
り
最
小
限
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ

が
監
事
会
が
機
能
し
な
い
一
つ
の
要
因
で
も
あ
る
と
説
か
れ（
４９
）

る
。
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（
２
）
監
事
の
選
任

一

被
選
任
資
格

監
事
の
被
選
任
資
格
に
つ
い
て
、
会
社
法
に
別
段
の
制
限
は
な
い
が
、
会
社
法
第
一
二
四
条
第
二
項
は
、
監
事
会
は
株
主
代
表
と
従

業
員
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
と
定
め
て
い
る
。

国
有
企
業
改
革
に
お
い
て
は
従
業
員
持
株
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
、
こ
の
導
入
は
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て

い（
５０
）

る
。
統
計
に
よ
る
と
、
一
九
九
一
年
末
に
は
株
式
制
を
導
入
し
た
企
業
の
数
が
三
二
二
〇
社
に
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
二
七
五

一
社
に
従
業
員
へ
の
株
式
の
社
内
発
行
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い（
５１
）

う
。
し
か
し
、
利
益
配
分
の
手
段
と
し
て
株
式
を
社
内
発
行
し
た
企
業

が
多
い
こ
と
や
、
一
九
九
三
年
国
家
体
制
改
革
委
員
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
「
割
当
増
資
を
行
っ
た
株
式
会
社
に
お
け
る
従
業
員
持
株

の
管
理
に
つ
い
て
の
規
定
」（
中
国
語
で
は
「
定
向
募
集
的
股
�
有
限
公
司
内
部
職
工
持
股
管
理
規
定
」）
及
び
、
一
九
九
七
年
中
国
証

券
監
督
管
理
委
員
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
「
株
式
発
行
に
つ
い
て
の
若
干
の
規
定
」（
中
国
で
は
「
股
票
発
行
工
作
若
干
規
定
」）
に
は
、

社
内
発
行
さ
れ
た
株
式
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
制
限
が
多
い
こ
と
か
ら
、
従
業
員
向
け
の
株
式
の
社
内
発
行
に
お
い
て
は
利
益
配
分
の
理

念
が
浸
透
し
て
い
る
と
説
か
れ
て
い（
５２
）

る
。
な
お
、
従
業
員
持
株
制
度
の
も
と
で
従
業
員
が
株
主
と
し
て
監
事
会
に
加
わ
る
道
が
あ
る
と

い
う
解
釈
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
従
業
員
が
株
主
代
表
と
し
て
監
事
に
選
任
さ
れ
る
こ
と
は
実
務
的
に
も
な
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
外
国
人
が
監
事
に
な
り
う
る
か
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
外
国
人
が
株
主
と
な
り
う
る
以
上
、
外

国
人
の
株
主
を
有
す
る
会
社
で
は
そ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
二
〇
〇
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
「
外
資
を

利
用
し
国
有
企
業
の
組
織
転
換
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
暫
定
条
例
」（
中
国
語
で
は
「
利
用
外
資
改
組
国
有
企
業
暫
行
規
定
」）
の
第

三
条
、
第
九
条
に
よ
る
と
、
外
国
の
会
社
、
企
業
、
そ
の
他
の
経
済
組
織
及
び
個
人
は
中
国
の
国
有
企
業
に
対
し
出
資
す
る
こ
と
が
で

中国の株式会社における監事会（監査役会）の構成及びその地位の向上をめぐって

（阪大法学）５５（２―１９９）４６５〔２００５．８〕



（
５３
）

き
、
ま
た
外
国
の
出
資
を
受
け
た
国
有
企
業
は
、
株
式
会
社
へ
の
組
織
転
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
外
国
人
が
株
主
と
し

て
監
事
を
選
任
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
当
然
な
が
ら
、
外
国
人
の
監
事
当
選
も
可
能
だ
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
監
事
に
は
、
欠
格
事
由
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
会
一
二
八
条
二
項
、
五
七
条
）。

二

株
主
代
表
の
選
任
方
法

監
事
会
の
構
成
員
た
る
株
主
代
表
の
選
任
、
解
任
は
株
主
総
会
で
行
わ
れ
る
（
会
一
〇
三
条
三
号
）。
会
社
の
設
立
当
初
の
監
事
た

る
株
主
代
表
に
つ
い
て
は
、
発
起
設
立
の
場
合
に
は
発
起
人
が
選
任
し
（
会
八
二
条
二
項
）、
募
集
設
立
の
場
合
に
は
創
立
大
会
で
選

任
す
る
（
会
九
二
条
二
項
四
号
）。
な
お
、
株
主
代
表
の
選
任
、
解
任
に
つ
い
て
は
、
株
主
総
会
に
出
席
し
た
株
主
の
過
半
数
を
も
っ

て
決
議
さ
れ
る
（
会
一
〇
六
条
二
項
）。
株
主
総
会
の
決
議
の
定
足
数
に
関
し
、
会
社
法
は
最
低
限
の
要
件
を
定
め
て
お
ら
ず
、
こ
れ

を
と
く
に
定
款
に
委
ね
る
と
い
う
箇
条
も
設
け
て
い
な
い
。
し
か
し
、
株
主
総
会
で
必
要
と
認
め
ら
れ
た
事
項
、
す
な
わ
ち
会
社
法
第

七
九
条
の
一
号
か
ら
一
二
号
ま
で
の
事
項
以
外
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
の
定
款
の
記
載
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
箇
条
が
あ

る
た
め
、
決
議
の
定
足
数
に
つ
い
て
も
定
款
を
も
っ
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
会
七
九
条
一
三
号
）。
な
お
、
株
主
の
議
決

権
に
つ
い
て
は
、
一
株
一
議
決
権
の
準
則
が
適
用
さ
れ
る
（
会
一
〇
六
条
一
項
）。

監
事
候
補
者
の
選
出
に
つ
い
て
は
規
範
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
に
は
官
庁
あ
る
い
は
取
締
役
会
に
よ
り
指
名
さ
れ
る
と
い
う
指
摘

が
あ（
５４
）

る
。
国
有
株
を
有
す
る
株
式
会
社
、
と
く
に
国
有
株
支
配
株
式
会
社
で
は
国
有
株
主
の
支
配
的
地
位
が
維
持
さ
れ
る
た
め
、
国
有

資
産
監
督
管
理
機
構
及
び
国
有
資
産
監
督
管
理
機
構
の
授
権
を
受
け
た
国
有
独
資
企
業
な
ら
び
に
国
有
独
資
会
社
が
派
遣
す
る
株
主
代

表
が
株
主
全
体
の
代
表
と
し
て
監
事
に
な
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
株
主
総
会
に
お
い
て
、
株
主
代
表
た
る
監
事
（
自
分
以
外
の
者
を
含
む
）
の
選
任
、
解
任
に
対
し
、
監
事
が
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
会
社
法
に
は
定
め
が
な
い
。
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三

従
業
員
代
表
の
選
任
方
法

監
事
会
の
構
成
員
た
る
従
業
員
代
表
は
、
従
業
員
自
ら
の
民
主
的
選
挙
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
（
会
一
二
四
条
二
項
）。
し
か
し
、
従

業
員
代
表
の
選
出
に
お
け
る
候
補
者
の
条
件
、
推
薦
方
法
、
決
議
の
方
法
及
び
定
足
数
の
制
限
に
つ
い
て
会
社
法
に
は
な
ん
ら
定
め
が

な
い
。
会
社
に
お
い
て
従
業
員
は
労
働
組
合
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
（
会
一
六
条
一
項
、
労
働
組
合
法
三
条
）、
現
状
に
お

い
て
は
、
労
働
組
合
ま
た
は
労
働
組
合
が
統
括
す
る
従
業
員
選
挙
活
動
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
ほ（
５５
）

か
、
従
来
の
国
有
企
業

に
お
い
て
は
、
従
業
員
代
表
大
会
で
従
業
員
代
表
の
選
出
が
行
わ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い（
５６
）

る
。
従
業
員
代
表
た
る
監
事
の
解
任
に
つ
い
て

も
会
社
法
に
別
段
の
定
め
は
な
い
が
、
従
業
員
に
よ
り
解
任
さ
れ
る
と
解
さ
れ（
５７
）

る
。

「
会
社
登
記
管
理
条
例
」（
中
国
語
で
は
「
公
司
登
記
管
理
条
例
」）
第
一
八
条
第
一
項
、
第
二
項
第
八
号
に
よ
る
と
、
会
社
設
立
に

際
し
て
は
創
立
大
会
後
三
〇
日
以
内
に
設
立
の
登
記
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
登
記
項
目
と
し
て
監
事
名
簿
が
必
要
と
な
る
。
監
事

た
る
株
主
代
表
は
発
起
人
ま
た
は
創
立
大
会
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
た
め
（
会
八
二
条
二
項
、
九
四
条
）、
設
立
登
記
の
際
、
株
主
代
表

た
る
監
事
の
名
前
の
登
記
は
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
監
事
た
る
従
業
員
代
表
は
従
業
員
の
民
主
的
選
挙
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
た
め

（
会
一
二
四
条
二
項
）、
こ
れ
は
会
社
設
立
以
前
に
従
業
員
募
集
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
来
の
国

有
企
業
が
株
式
会
社
へ
の
組
織
転
換
を
行
う
場
合
に
は
、
組
織
の
継
続
性
が
あ
る
た
め
と
く
に
問
題
は
な
い
が
、
新
規
設
立
の
場
合
に

は
設
立
以
前
に
従
業
員
募
集
を
行
う
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
従
業
員
代
表
た
る
監
事
（
自
分
以
外
の
者
を
含
む
）
の
選
任
、
解
任
に
対
し
、
監
事
が
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
否

か
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
に
は
定
め
が
な
い
。

四

会
社
と
の
関
係

監
事
会
の
構
成
員
た
る
監
事
と
会
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
監
事
に
は
忠
実
義
務
が
課
せ
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ら
れ
て
い
る
（
会
一
二
八
条
一
項
）。
こ
れ
が
委
任
関
係
に
基
づ
く
日
本
の
商
法
上
の
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
の
内
容
を
有
す
る
も
の

な
の
か
、
そ
れ
と
も
英
米
法
上
の
信
任
義
務
に
基
づ
く
忠
実
義
務
の
内
容
を
有
す
る
も
の
な
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
大
陸
法
体
系

を
構
築
し
た
中
国
法
の
立
場
か
ら
は
、
英
米
法
上
の
信
任
義
務
は
導
か
れ
ず
、
む
し
ろ
日
本
の
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
を
一
つ
の
条
文

で
並
列
的
に
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
慎
重
か
つ
誠
実
に
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
見
解（
５８
）

や
、
端
的
に

監
事
と
会
社
の
関
係
は
委
任
の
関
係
に
あ
る
と
解
し
、
善
管
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
を
負
う
と
解
す
る
見
解
も
あ（
５９
）

る
。

し
か
し
、
中
国
に
は
委
任
に
関
す
る
法
制
度
が
な
い
た（
６０
）

め
、
監
事
と
会
社
の
関
係
は
委
託
関
係
に
あ
る
と
言
わ
れ（
６１
）

る
。
委
託
行
為
に

関
し
て
は
契
約
法
に
規
定
が
あ
り
、
監
事
が
委
託
契
約
の
当
事
者
と
な
っ
た
場
合
信
義
誠
実
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
契

約
法
六
〇
条
）。
よ
っ
て
、
会
社
側
は
委
託
者
と
し
て
信
義
誠
実
の
原
則
に
基
づ
い
て
契
約
内
容
の
補
充
や
解
釈
を
行
い
、
監
事
の
権

利
濫
用
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
法
令
遵
守
義
務
違
反
と
し
て
監
事
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
も
可
能
と
な（
６２
）

る
。

ほ
か
に
、
会
社
と
監
事
は
信
託
の
関
係
に
あ
る
と
解
す
る
説
も
あ（
６３
）

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
大
陸
法
系
の
国
で
は
、
会
社
と
監
事
の

関
係
に
つ
き
委
任
に
関
す
る
理
論
を
適
用
し
、
ま
た
忠
実
義
務
を
負
う
と
す
る
箇
条
を
設
け
、
監
事
が
善
管
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
を

負
う
と
い
う
法
制
度
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
中
国
に
は
委
任
に
関
す
る
法
制
度
が
構
築
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て

い
る
。
ま
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
制
度
の
構
築
に
お
い
て
は
、
英
米
系
の
法
制
度
が
効
果
的
で
あ
る
た
め
、
む
し
ろ
善
管
注

意
義
務
と
忠
実
義
務
の
両
方
が
導
か
れ
る
信
託
の
理
論
を
導
入
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

五

兼
任
禁
止

監
査
の
公
正
性
、
独
立
性
か
ら
、
監
事
は
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
及
び
財
務
責
任
者
を
兼
任
し
て
は
な
ら
な
い
（
会
一
二
四
条
三

項
）。
執
行
役
は
日
常
業
務
の
決
定
お
よ
び
執
行
を
行
う
権
限
を
有
す
る
た
め
（
会
一
一
九
条
）、
監
事
と
の
兼
任
が
禁
止
さ
れ
た
。
財

務
責
任
者
と
は
、
会
社
法
第
一
七
四
条
お
よ
び
「
会
計
法
」
第
三
六
条
に
よ
り
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
た
会
計
機
関
の
責
任
者
を
指
す
。
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監
事
会
は
会
社
の
財
務
事
項
に
つ
い
て
監
査
を
行
う
権
限
を
有
し
（
会
一
二
六
条
一
項
一
号
）、
会
社
の
財
務
処
理
に
携
わ
る
者
が
監

事
と
し
て
自
己
監
査
を
行
う
こ
と
は
公
正
性
に
欠
け
る
た
め
、
財
務
責
任
者
と
の
兼
任
が
禁
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
会
社
法
に
は
子
会

社
の
取
締
役
、
執
行
役
お
よ
び
財
務
責
任
者
と
の
兼
任
を
禁
止
す
る
定
め
が
な
い
。
こ
れ
は
、
会
社
の
親
子
関
係
に
関
す
る
法
制
度
が

構
築
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
監
事
会
に
子
会
社
の
会
計
お
よ
び
業
務
に
つ
い
て
の
監
査
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
会
社
法
に
は
監
事
は
公
務
員
を
兼
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
異
質
的
な
箇
条
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
（
会
五
八
条
）、

こ
れ
は
国
有
企
業
の
所
有
と
経
営
の
分
離
を
め
ぐ
る
改
革
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
来
、
国
有
企
業
の
経
営
に
対
す
る
官
庁
の

介
入
に
よ
り
企
業
の
経
営
自
主
性
が
大
い
に
抑
制
さ
れ
た
た
め
、
所
有
と
経
営
の
分
離
を
テ
ー
マ
と
し
た
改
革
で
公
務
員
と
の
兼
任
が

明
確
に
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
公
務
員
の
行
為
準
則
が
会
社
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
公
務
員
に
関
す
る
法
制
度
が
な
か
っ
た

こ
と
や
、
会
社
法
立
法
の
際
施
行
さ
れ
て
い
た
「
国
家
公
務
員
暫
行
条（
６４
）

例
」
の
規
定
が
不
明
確
で
あ
る
等
の
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。「
国
家
公
務
員
暫
行
条
例
」
第
三
一
条
第
一
三
号
で
は
、
公
務
員
は
商
業
活
動
、
企
業
の
経
営
及
び
そ
の
他
の
営
利
性
を
有
す

る
経
営
活
動
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
る
に
と
ど
ま
り
、
公
務
員
が
無
料
で
監
事
を
務
め
る
場
合
（
奉
仕
的
な
活
動
）
に
つ
い
て

は
当
該
条
例
の
規
制
を
受
け
な
い
こ
と
か
ら
、
会
社
法
が
補
充
的
な
箇
条
を
設
け
る
こ
と
で
そ
れ
を
阻
止
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

二
〇
〇
五
年
四
月
に
成
立
し
た
「
公
務
員（
６５
）

法
」
第
五
三
条
第
一
四
号
で
は
、
公
務
員
の
企
業
で
の
職
務
兼
任
が
明
確
に
禁
止
さ
れ
て
い

る
た
め
、
会
社
法
に
お
け
る
か
か
る
箇
条
は
削
除
し
て
良
い
だ
ろ
う
。

（
３
）
監
事
会
構
成
の
実
態

株
式
会
社
の
実
態
を
み
る
と
、
元
国
有
企
業
か
ら
株
式
会
社
に
組
織
転
換
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
資
金
調
達
面
に
お
い
て
も
国
有
株

及
び
法
人
株
が
占
め
る
割
合
が
高
い
と
い
う
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
。
一
九
九
六
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
上
場
会
社
に
お
け
る
国
有
株
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と
法
人
株
が
占
め
る
割
合
は
六
二
・
七
％
に
も
達
し
て
い（
６６
）

る
。
前
記
の
よ
う
な
国
有
株
主
権
の
行
使
に
お
け
る
特
殊
性
及
び
監
事
に
常

勤
の
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
共
産
党
委
員
会
の
書
記
ま
た
は
副
書
記
が
取
締
役
会
長
ま
た
は
取
締
役
副
会
長
な
ら
び

に
執
行
役
を
兼
任
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
共
産
党
委
員
会
の
委（
６７
）

員
が
監
事
会
に
加
わ
る
こ
と
が
多
い
と
い（
６８
）

う
。「
中
国
上
場
会
社
に
お

け
る
内
部
統
治
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」（
以
下
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
と
い（
６９
）

う
）
に
よ
る
と
、
監
事
会
に
お
い
て
共
産
党
委
員

会
の
幹
部
の
割
合
が
三
五
・
一
二
％
、
労
働
組
合
の
幹
部
の
割
合
が
二
五
・
七
〇
％
を
占
め
て
い
る
。

ま
た
、
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
監
査
、
監
督
に
対
す
る
認
識
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
監
事
会
が
、
退
職
し
た
公
務
員
の
天
下
り

場
所
ま
た
は
退
職
直
前
の
元
管
理
人
員
の
一
時
的
な
滞
在
場
所
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い（
７０
）

う
。
な
お
、
監
事
会
の
運
営
方
法
に
つ
い
て
は

定
款
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
監
事
会
に
常
設
的
事
務
機
構
を
設
け
て
い
な
い
株
式
会
社
が
多
い
と
い（
７１
）

う
。

さ
ら
に
、
会
社
の
取
締
役
会
長
、
取
締
役
及
び
執
行
役
等
の
経
営
者
と
監
事
が
同
一
出
資
会
社
あ
る
い
は
出
資
機
構
か
ら
選
任
さ
れ

る
こ
と
が
多（
７２
）

く
、
社
内
か
ら
選
任
さ
れ
た
監
事
が
七
三
・
四
〇
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
分
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
監
事
と
取
締
役
お
よ
び
執
行
役
と
の
間
に
支
配
関
係
、
上
下
関
係
が
存
す
る
た
め
、
監
事
の
独
立
性
が
大
い
に
抑
制
さ
れ
る
ほ
か
、

監
事
会
の
監
査
業
務
が
取
締
役
ま
た
は
執
行
役
の
指
導
の
下
で
行
わ
れ
る
と
い
う
不
思
議
な
状
態
に
陥
っ
て
い
る
会
社
も
少
な
か
ら
ず

存
在
し
て
い
る
の
で
あ（
７３
）

る
。

株
主
代
表
と
従
業
員
代
表
の
監
事
会
に
お
け
る
割
合
に
つ
い
て
は
、
定
款
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
従
業
員
代
表
の
割
合
が

低
く
制
限
さ
れ
て
お（
７４
）

り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
従
業
員
代
表
の
割
合
は
一
九
・
三
三
％
に
す
ぎ
な
い
。

な
お
、
監
事
に
は
会
計
、
法
律
等
監
査
業
務
に
必
要
な
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
者
も
多（
７５
）

く
、
多
数
の
監
事
が
社
内
あ
る
い
は
社

外
の
職
務
を
兼
任
し
て
お（
７６
）

り
、
専
門
職
の
監
事
を
設
置
し
て
い
な
い
会
社
が
七
六
・
四
七
％
に
達
し
て
い
る
と
い（
７７
）

う
。
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四

監
事
会
の
地
位
の
向
上
に
お
け
る
問
題
点
及
び
改
正
論
議
の
動
向

（
１
）
被
選
任
資
格
範
囲
の
拡
大
を
め
ぐ
っ
て

一
九
九
二
年
五
月
一
五
日
に
制
定
さ
れ
た
「
株
式
会
社
規
範
意
見
」（
中
国
語
で
は
「
股
�
有
限
公
司
規
範
意
見
」）
第
六
四
条
は
、

監
事
会
の
構
成
員
の
う
ち
、
従
業
員
代
表
の
割
合
は
、
三
分
の
一
以
上
、
二
分
の
一
以
下
を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
九
七
年
一
二
月
一
六
日
に
公
布
さ
れ
た
「
上
場
会
社
の
定
款
に
関
す
る
指
導
」（
中
国
語
で
は
「
上
市
公
司
章
程
指
引
」）

第
一
二
九
条
で
は
、
監
事
会
の
構
成
員
の
う
ち
、
従
業
員
代
表
の
割
合
は
、
全
員
の
三
分
の
一
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い

る
。
し
か
し
、
現
行
会
社
法
上
、
監
事
会
に
お
け
る
株
主
代
表
と
従
業
員
代
表
の
割
合
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
定
め
が
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
株
主
と
従
業
員
の
追
求
利
益
が
相
異
す
る
こ
と
か
ら
、
監
事
会
に
お
け
る
従
業
員
代
表
の
割
合
は
株
主
に
よ
り
定
款
を
も
っ
て
制

限
さ
れ
る
た
め
、
株
主
代
表
に
よ
り
孤
立
さ
れ
た
従
業
員
代
表
は
そ
の
地
位
及
び
行
動
が
け
ん
制
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ（
７８
）

る
。

こ
の
問
題
の
解
決
策
と
し
て
、
ま
ず
、
株
主
代
表
と
従
業
員
代
表
の
割
合
に
つ
き
定
款
で
定
め
る
と
い
う
箇
条
か
ら
（
会
一
二
四
条

条
二
項
）、
そ
れ
を
条
文
化
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
多
い
。
従
業
員
は
独
立
し
た
利
益
主
体
と
し
て
勤
務
の
安
全
、
収
入
の
安
定
等
の

面
で
個
人
及
び
そ
の
家
族
に
会
社
と
の
共
存
意
識
が
強
く
、
経
営
に
対
す
る
監
督
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
も
高（
７９
）

い
。
し
か
も
、
直
接
会
社

の
生
産
、
経
営
及
び
管
理
に
関
与
し
て
い
る
た
め
、
分
散
し
た
株
主
に
比
し
、
従
業
員
は
継
続
的
に
情
報
を
収
集
す
る
面
で
便
宜
性
を

有
し
て
お
り
、
そ
の
情
報
源
も
広
い
た
め
で
あ
る
と
い（
８０
）

う
。
し
か
し
、
株
主
代
表
と
従
業
員
代
表
の
割
合
に
お
い
て
は
意
見
が
分
か
れ

て
お
り
、
従
業
員
代
表
の
割
合
を
三
分
の
一
以
上
と
す
べ
き
と
す
る
見（
８１
）

解
と
、
そ
の
割
合
は
均
等
に
す
べ
き
と
い
う
見
解
が
あ（
８２
）

る
。

さ
ら
に
、
監
事
会
の
機
能
を
高
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
会
社
の
資
金
調
達
に
お
い
て
出
資
者
（
株
主
）
を
多
様
化
す
る
必
要
が
あ
る

と
す
る
見
解
が
あ（
８３
）

る
。
法
人
株
の
持
株
比
率
を
高
め
、
投
資
銀
行
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
、
投
資
会
社
等
が
株
主
代
表
と
し
て
監
事
会
に
加
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わ
り
、
個
人
、
法
人
な
ら
び
に
国
家
に
よ
る
監
督
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
監
査
機
能
の
向
上
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
取
締
役
会
長
、
取
締
役
及
び
執
行
役
等
経
営
者
と
監
事
が
同
一
出
資
会
社
あ
る
い
は
出
資
機
構
か
ら
選
任
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
社
内
選
任
の
割
合
が
高
い
こ
と
か
ら
、
上
司
か
ら
の
影
響
の
排
除
を
図
り
、
退
職
後
あ
る
程
度
年
月
が
経
っ
て
い
る
元
従
業
員
の

な
か
で
従
業
員
代
表
を
選
任
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
見
解
が
あ（
８４
）

る
。
一
方
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
立
場
に
あ
る
従
業
員
が
監
事
に
選

任
さ
れ
た
場
合
、
従
業
員
の
解
雇
に
あ
た
っ
て
は
、
監
事
に
選
任
す
る
と
き
と
同
じ
手
順
を
踏
ま
え
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
ず
監
事
職
の

解
任
が
必
要
と
解
し
、
従
業
員
に
対
す
る
上
司
の
影
響
を
排
除
す
る
こ
と
を
図
る
意
見
も
あ（
８５
）

る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
従
業
員
代
表
に
つ

い
て
は
、
そ
の
箇
条
を
削
除
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ（
８６
）

る
。
従
業
員
監
事
が
上
司
の
影
響
を
受
け
か
ね
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
は
な

く
、
従
業
員
代
表
は
取
締
役
会
に
選
任
さ
れ
、
会
社
の
経
営
に
従
業
員
の
意
見
を
組
み
込
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
労
働
組
合
を

通
じ
て
従
業
員
の
利
益
を
守
る
道
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

な
お
、
監
査
業
務
の
専
門
性
か
ら
、
業
務
に
熟
知
し
て
い
な
い
株
主
代
表
お
よ
び
従
業
員
代
表
で
監
事
会
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
効
果
は
期
待
で
き
な
い
た（
８７
）

め
、
監
査
業
務
を
熟
知
し
て
い
る
者
の
割
合
を
高
め
、
従
業
員
代
表
及
び
共
産
党
党
務
を
専
門
職
と
す

る
者
の
割
合
に
つ
い
て
は
制
限
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ（
８８
）

る
。
さ
ら
に
は
、
銀
行
等
専
門
機
関
が
債
権
者
代
表
と
し
て
監
事
会
に
加
わ

る
べ
き
と
い
う
意
見（
８９
）

や
、
監
事
会
が
内
部
出
身
者
か
ら
な
る
と
い
う
会
社
法
の
箇
条
を
削
除
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
あ（
９０
）

る
。

社
外
監
事
の
導
入
を
求
め
る
議
論
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
「
常
勤
性
及
び
社
外
性
を
め
ぐ
っ
て
」
の
部
分
に
譲
る
。

欠
格
事
由
に
つ
き
、
取
締
役
ま
た
は
執
行
役
と
特
別
な
利
害
関
係
に
あ
る
者
を
監
事
に
選
任
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
会
社
法

上
な
ん
ら
制
限
が
な
い
。
取
締
役
ま
た
は
執
行
役
と
親
族
関
係
に
あ
る
者
あ
る
い
は
取
締
役
ま
た
は
執
行
役
と
生
活
上
依
存
関
係
に
あ

る
者
が
監
事
に
選
任
さ
れ
る
と
、
監
査
の
公
平
、
公
正
性
を
損
な
い
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
利
害
関
係
を

監
事
の
選
任
に
お
け
る
欠
格
事
由
と
す
べ
き
と
い
う
提
案
が
あ（
９１
）

る
。
た
だ
し
、
同
族
会
社
の
場
合
に
つ
い
て
は
除
外
す
べ
き
だ
ろ
う
。
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（
２
）
常
勤
性
及
び
社
外
性
を
め
ぐ
っ
て

す
で
に
指
摘
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
監
事
会
の
運
営
方
法
に
つ
い
て
は
定
款
に
委
ね
て
い
る
た
め
、
多
く
の
会
社
は
監
事
会
の
常
設
的

事
務
機
構
を
設
け
ず
、
ま
た
監
事
に
常
勤
の
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
監
事
の
ほ
と
ん
ど
が
ほ
か
の
職
務
を
兼
ね
て
い

る
状
況
に
あ
る
。
監
事
会
が
合
議
体
と
し
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
常
勤
監
事
の
設
置
を
義
務
付
け
る
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
る

（
９２
）

が
、
社
内
情
報
を
継
続
的
に
か
つ
き
め
細
か
く
監
事
に
提
供
す
る
た
め
に
は
、
監
事
会
の
常
設
的
事
務
機
構
の
設
置
を
義
務
付
け
、
事

務
機
構
の
ス
タ
ッ
フ
の
設
置
を
義
務
付
け
る
こ
と
も
検
討
に
値
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

前
記
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
分
か
っ
た
よ
う
に
、
会
社
の
取
締
役
会
長
、
取
締
役
及
び
執
行
役
等
の
経
営
者
と
監
事
が
同
一
出
資
会

社
あ
る
い
は
出
資
機
構
か
ら
選
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
監
事
の
ほ
と
ん
ど
が
社
内
監
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
社
外
監
事
の
設
置
を
求

め
る
意
見
が
多
い
。
し
か
し
、
独
立
性
を
要
す
る
独
立
監
事
で
あ
る
べ
き
か
、
社
外
性
を
要
す
る
社
外
監
事
で
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て

は
議
論
が
あ
る
。

国
有
株
主
や
法
人
株
主
の
よ
う
な
大
株
主
の
代
表
と
し
て
選
任
さ
れ
る
監
事
と
経
営
者
と
の
間
に
、
利
害
関
係
や
上
下
関
係
が
存
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
独
立
監
事
の
設
置
を
求
め
る
見
解
は
、
会
社
の
業
務
に

係
っ
た
こ
と
の
な
い
、
株
式
投
資
等
に
よ
る
重
要
な
利
害
関
係
を
有
し
な
い
者
を
監
事
に
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い（
９３
）

う
。
し
か
し
、
そ

も
そ
も
経
営
の
妥
当
性
に
つ
い
て
監
査
を
行
う
べ
き
か
否
か
と
い
う
議
論
を
せ
ず
、
た
だ
、
独
立
監
事
が
会
社
と
重
要
な
利
害
関
係
を

有
し
な
い
者
に
限
る
と
す
る
要
件
は
、
経
営
者
と
の
上
下
関
係
或
い
は
支
配
関
係
を
排
除
す
る
こ
と
の
み
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
体

系
的
な
制
度
の
構
築
の
た
め
に
は
十
分
な
議
論
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
多
数
の
意
見
は
社
外
監
事
の
設
置
を
求
め
て
い
る
。
ま
ず
株
主
代
表
と
従
業
員
代
表
か
ら
な
る
監
事
が
取
締
役
及
び

執
行
役
と
上
下
関
係
或
い
は
支
配
関
係
に
な
い
こ
と
を
要
件
と
す
る
意
見
で
あ
る（
９４
）

が
、
こ
の
意
見
は
会
社
と
の
過
去
の
関
係
に
つ
い
て
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言
及
し
て
い
な
い
。
な
お
、
社
外
監
事
の
要
件
を
よ
り
具
体
化
し
た
の
が
、
日
本
の
社
外
監
査
役
を
モ
デ
ル
と
す
べ
き
と
す
る
意
見
で

あ（
９５
）

る
。
他
方
、
社
外
監
事
の
社
外
性
に
お
い
て
、
監
事
が
株
主
で
あ
る
か
否
か
は
要
件
に
な
ら
な
い
と
す
る
意
見
を
さ
ら
に
極
め
、
新

株
予
約
権
の
増
設
で
社
外
監
事
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
こ
と
も
検
討
に
値
す
る
と
い
う
意
見
も
あ（
９６
）

る
。
た
だ
し
、
任
期
満
了
後

再
任
さ
れ
た
場
合
に
は
社
外
性
を
失
う
と
解
す
る
も
の
が
多（
９７
）

い
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
お
い
て
も
、
議
論
の
前
提
と
な
る
監
事
に
求

め
ら
れ
る
機
能
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
ど
の
程
度
ま
で
の
社
外
性
が
求
め
ら
れ
る
か
が
、
不
明
瞭
で
あ
る
。

ま
た
、
社
外
監
事
の
人
数
及
び
選
任
方
法
に
つ
い
て
も
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
社
外
監
事
を
全
体
の
三
分
の
一
以
上
と
す
べ
き
と

す
る
意
見（
９８
）

と
、
そ
の
割
合
を
三
分
の
一
と
し
、
会
社
の
主
要
債
権
者
が
候
補
者
を
指
名
し
、
株
主
総
会
で
選
任
す
べ
き
と
い
う
意（
９９
）

見
及

び
株
主
代
表
と
し
て
社
外
監
事
を
選
任
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
あ（
１００
）

る
。
さ
ら
に
、
社
外
監
事
を
紹
介
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
紹
介
機

構
を
設
置
し
、
社
外
監
事
を
希
望
す
る
者
が
登
録
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
あ（
１０１
）

る
。
そ
の
選
任
に
際
し
て
は
監
事
会
が

紹
介
機
構
を
指
名
し
、
最
後
に
株
主
総
会
で
選
任
に
つ
き
決
議
を
す
べ
き
と
し
、
社
外
監
事
の
割
合
は
半
数
が
適
合
だ
と
い
う
。

（
３
）
監
事
候
補
者
の
指
名
及
び
選
任
方
法

監
事
会
の
地
位
の
向
上
に
お
い
て
は
監
事
候
補
者
の
指
名
制
度
が
大
変
重
要
で
あ
る
が
、
会
社
法
上
、
監
事
候
補
者
の
指
名
に
つ
い

て
は
定
め
が
な
く
、
実
際
に
は
官
庁
あ
る
い
は
取
締
役
会
に
よ
り
指
名
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ（
１０２
）

る
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
一
部
の

監
事
候
補
者
の
指
名
を
監
事
会
が
行
う
べ
き
だ
と
い
う
意
見（
１０３
）

と
、
す
べ
て
の
監
事
候
補
者
の
指
名
を
監
事
会
が
行
う
べ
き
だ
と
い
う
意

見
が
あ（
１０４
）

る
。
し
か
し
、「
暫
行
条
例
」
の
施
行
に
よ
り
国
有
資
産
監
督
管
理
機
構
及
び
国
有
資
産
監
督
管
理
機
構
の
授
権
を
受
け
た
国

有
独
資
企
業
な
ら
び
に
国
有
独
資
会
社
が
国
有
株
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
国
有
株
の
所
有
者
と
し
て
の

国
家
が
投
資
機
関
に
候
補
者
の
指
名
を
委
ね
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
あ（
１０５
）

る
。
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な
お
、
監
事
会
の
構
成
員
と
な
る
株
主
代
表
の
選
任
に
つ
き
株
主
総
会
で
行
う
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
国
有
株
及
び
法
人
株

が
占
め
る
割
合
が
高
い
現
状
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
中
小
株
主
の
保
護
が
大
変
重
要
な
こ
と
と
な
り
、
監
事
選
任
の
決
議
に
お
い
て
は
累

積
投
票
制
度
の
導
入
を
求
め
る
提
案
も
な
さ
れ
て
い（
１０６
）

る
。

（
４
）
兼
任
禁
止
及
び
報
酬
の
独
立

監
事
は
、
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
財
務
責
任
者
及
び
公
務
員
と
の
兼
任
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
（
会
一
二
四
条
三
項
、
五
八
条
）。

も
っ
と
も
監
事
が
社
内
ま
た
は
社
外
の
職
務
を
兼
任
し
て
い
る
と
い
う
実
態
に
つ
い
て
は
、
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

子
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
及
び
財
務
責
任
者
と
の
兼
任
に
つ
い
て
は
会
社
法
に
定
め
が
な
い
が
、
こ
れ
は
会
社
法
に
お
け
る
親
子

関
係
に
関
す
る
法
制
度
が
未
成
熟
な
段
階
に
あ
り
、
監
事
会
に
子
会
社
の
会
計
及
び
業
務
に
つ
い
て
の
監
査
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
な

い
た
め
で
あ
ろ
う
。
国
有
企
業
の
場
合
に
は
、
共
産
党
委
員
会
の
書
記
ま
た
は
副
書
記
が
取
締
役
会
長
ま
た
は
副
取
締
役
会
長
な
ら
び

に
執
行
役
を
兼
任
し
、
共
産
党
委
員
会
の
委
員
が
監
事
会
に
加
わ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
子
会
社
の
者
が
親
会
社
の
監
事
に
な
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
会
社
法
立
法
の
際
に
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

監
事
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
上
株
主
総
会
で
決
議
す
る
と
定
め
る
に
止
ま
り
（
会
一
〇
三
条
三
号
）、
そ
の
報
酬
額
の
決
め

方
や
監
事
間
の
配
分
に
つ
い
て
は
定
め
が
な
い
。
前
述
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、
監
事
会
の
職
務
執
行
の
費
用
と
監
事
の
報
酬

に
つ
い
て
、
株
主
総
会
で
決
議
す
る
会
社
が
四
九
・
四
九
％
、
取
締
役
会
で
決
議
す
る
会
社
が
二
六
・
二
六
％
、
管
理
職
が
決
め
る
会

社
が
一
〇
・
一
一
％
、
そ
の
他
の
機
関
が
決
め
る
会
社
が
一
四
・
一
四
％
を
そ
れ
ぞ
れ
占
め
て
い
る
。
監
事
の
報
酬
に
つ
い
て
は
株
主

総
会
で
決
議
す
べ
き
と
い
う
箇
条
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
締
役
会
等
の
機
関
で
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
現
状
は
、
監
事
が
社
外

あ
る
い
は
社
内
の
職
務
を
兼
任
し
て
い
る
こ
と
の
帰
結
で
も
あ
る
。
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五

結
び
に
代
え
て

以
上
の
よ
う
に
、
株
式
会
社
と
い
う
組
織
の
導
入
は
、
国
有
企
業
に
対
す
る
所
有
と
経
営
の
分
離
を
め
ぐ
る
改
革
が
行
わ
れ
る
中
で

促
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
立
法
化
さ
れ
た
会
社
法
に
は
異
質
的
と
も
い
え
る
改
革
の
痕
跡
が
残
っ
て
お
り
、
監
事
機
関
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
監
事
会
の
構
成
実
態
に
お
い
て
も
特
殊
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
監
事
会
の
構
成
及
び
地
位
の
向

上
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
一
応
の
整
理
を
試
み
た
が
、
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
諸
提
案
に
合
理
性
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
い
ず
れ
も

断
片
的
な
も
の
で
あ
り
、
体
系
的
解
決
策
の
前
提
と
な
る
理
論
の
展
開
が
十
分
と
は
い
え
な
い
。

そ
も
そ
も
、
監
事
会
の
位
置
づ
け
と
し
て
、
適
法
性
監
査
と
妥
当
性
監
査
を
含
む
業
務
監
査
を
行
う
も
の
に
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も

適
法
性
監
査
の
み
に
つ
い
て
監
査
を
行
う
も
の
に
す
べ
き
か
と
い
う
監
事
会
の
機
能
を
法
的
に
明
確
に
せ
ず
、
単
な
る
監
事
会
の
構
成

及
び
地
位
の
向
上
を
め
ぐ
る
議
論
に
終
始
し
て
い
て
は
、
適
切
な
監
事
会
制
度
の
構
築
は
困
難
と
な
る
。
仮
に
、
監
事
会
の
権
限
と
し

て
適
法
性
監
査
と
妥
当
性
監
査
が
含
ま
れ
る
と
す
る
と
、
経
営
の
妥
当
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
は
、
追
求
す
る
利
益
が
相
違
す
る
各

集
団
の
意
見
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
国
有
株
を
有
す
る
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
国
有
株
主
権
の
行

使
に
お
け
る
特
殊
性
、
従
業
員
の
地
位
（
従
来
の
観
念
的
な
主
人
公
的
地
位
、
国
有
企
業
の
改
革
で
導
入
さ
れ
た
従
業
員
持
株
制
度
、

従
業
員
は
全
民
の
一
部
で
あ
る
等
の
要
因
が
あ
る
）
等
を
考
え
る
と
、
監
事
会
の
構
成
員
の
選
任
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
追
求
す

る
利
益
を
十
分
に
反
映
で
き
る
者
が
適
合
す
る
こ
と
に
な
り
、
適
法
性
に
つ
い
て
監
査
す
る
能
力
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
監
事
と

し
て
の
資
質
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
け
な
い
。
そ
し
て
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
改
正
の
議
論
は
、
体
系
的
か
つ
適
切
な
法

制
度
の
構
築
と
い
う
視
点
よ
り
も
、
む
し
ろ
経
営
陣
の
言
わ
ば
暴
走
と
い
う
事
態
を
防
ぐ
た
め
に
、
よ
り
全
体
的
な
利
益
調
整
機
能
を

監
事
に
期
待
す
る
と
い
う
方
向
に
向
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
方
、
仮
に
監
査
機
関
の
権
限
が
適
法
性
監
査
の
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み
に
限
ら
れ
る
と
す
る
と
、
監
事
会
の
構
成
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
適
法
性
監
査
に
適
す
る
監
事
の
資
質
と
独
立
性
を
中
心
に
、
監

事
の
要
件
、
選
任
方
法
等
を
整
備
す
れ
ば
足
り
る
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
利
益
の
相
違
す
る
各
集
団
と
結
び
つ
い
て
監
事
会
制
度

を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
、
国
有
株
主
が
存
在
し
な
い
（
な
い
し
国
有
株
の
割
合
が
低
い
）
株

式
会
社
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
監
事
会
を
強
化
す
べ
き
か
と
い
う
議
論
は
、
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
株
式
会
社
の
監
事
会
の
構
成
及
び
地
位
の
向
上
を
め
ぐ
る
議
論
に
際
し
て
は
、
監
事
会
の
権
限
の
あ
り
方
に
つ
い

て
の
議
論
（
監
事
会
の
法
的
性
質
の
解
明
）
が
必
要
と
な
る
が
、
中
国
の
株
式
会
社
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
現
行
会
社
法
が
対

象
と
し
て
い
る
株
式
会
社
の
形
態
や
性
質
を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
の
議
論
が
重
要
で
あ
る
。

（
１
）

本
稿
で
は
理
解
の
便
宜
を
図
り
、
中
国
会
社
法
上
の
用
語
を
日
本
語
に
訳
し
て
使
う
こ
と
に
す
る
。
会
社
法
は
中
国
の
「
公
司
法
」
を

指
し
、
条
文
の
引
用
に
お
い
て
は
「
会
」
に
略
す
る
。
株
主
は
中
国
会
社
法
上
の
「
股
東
」
に
当
た
り
、
株
主
総
会
は
「
股
東
大
会
」
を
指

す
。
取
締
役
は
中
国
会
社
法
上
の
「
董
事
」
に
当
た
り
、
取
締
役
会
は
「
董
事
会
」
を
指
す
。
執
行
役
は
中
国
会
社
法
上
の
「
経
理
」
を
指

す
が
、
支
配
人
と
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
な
お
、
本
稿
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
監
事
」
は
日
本
の
監
査
役
に
類
似
し
、「
監
事
会
」

は
監
査
役
会
に
当
た
る
が
、
意
味
合
い
の
正
確
さ
を
伝
え
る
た
め
に
原
語
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

（
２
）

甘
培
忠
「
論
完
善
我
国
上
市
公
司
治
理
結
構
中
的
監
事
制
度
」
中
国
法
学
二
〇
〇
一
年
第
五
期
七
九
頁
、
胡
汝
銀
「
中
国
上
市
公
司
経

営
机
制
与
独
立
董
事
制
度
建
設
」
金
融
市
場
二
〇
〇
〇
年
第
九
期
四
五
頁
、
杜
金
卿
「
国
有
企
業
経
営
者
的
選
任
、
激
励
和
監
督
制
度
」
河

北
経
貿
大
学
学
報
二
〇
〇
〇
年
第
一
期
七
〇
頁

（
３
）

王
文
傑
『
国
有
企
業
公
司
化
改
制
之
法
律
分
析
』（
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
一
二
頁
。

（
４
）

企
業
に
お
け
る
経
営
決
定
権
は
中
央
か
ら
地
方
に
い
た
る
各
官
庁
に
与
え
ら
れ
、
国
有
企
業
は
各
官
庁
の
付
属
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
従
業
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
創
造
性
を
取
り
戻
し
、
企
業
の
活
力
、
生
産
力
を
高
め
る
こ
と
は
、
当
時
の
企
業
改
革
の
重
要

な
課
題
で
あ
っ
た
。
呉
天
宝
ほ
か
『
国
有
企
業
改
革
比
較
法
律
研
究
』（
人
民
法
院
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
八
五
頁
。

（
５
）

企
業
に
は
営
利
と
競
争
の
意
識
が
吹
き
込
ま
れ
、
生
産
効
率
が
上
昇
し
、
企
業
社
会
は
か
つ
て
な
い
刺
激
を
う
け
て
好
況
と
な
っ
た
が
、
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一
方
伝
統
的
な
計
画
経
済
体
制
は
衝
撃
を
う
け
、
動
揺
し
始
め
た
と
い
う
。
江
瑞
平
『
国
有
企
業
的
改
革
和
中
国
的
選
択
』（
広
東
人
民
出

版
社
、
一
九
九
六
年
）
四
三
一
頁
。

（
６
）

任
文
�
『
中
国
の
経
済
改
革
と
企
業
管
理
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）
一
一
〇
頁
。

（
７
）

呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
九
一
頁
で
は
、
一
九
八
七
年
末
の
段
階
で
、
全
国
の
予
算
内
国
有
企
業
の
う
ち
、
経
営
請
負
責
任
制
度

を
導
入
し
た
企
業
が
七
八
％
を
上
回
っ
た
と
い
う
。

（
８
）

呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
九
四
頁
。

（
９
）

株
式
制
を
導
入
し
た
企
業
に
は
、
有
限
会
社
を
想
定
し
た
も
の
も
あ
る
し
、
株
式
会
社
を
想
定
し
た
も
の
も
あ
る
。

（
１０
）

一
九
八
四
年
、
北
京
天
橋
百
貨
股
�
有
限
公
司
が
誕
生
し
た
が
、
そ
の
株
式
は
三
年
を
償
還
期
限
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

よ
り
規
範
化
さ
れ
た
株
式
制
企
業
の
第
一
号
は
、
同
年
一
一
月
に
設
立
さ
れ
た
上
海
飛
楽
音
響
公
司
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
劉
鴻
儒
「
関
于

我
国
試
行
股
�
制
的
几
个
問
題
」
董
冬
主
編
『
公
司
法
全
書
』（
中
国
工
人
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
一
一
八
一
頁
、
王
美
娟
「
試
点
推
行

股
�
有
限
公
司
的
若
干
問
題
」
法
学
評
論
総
五
九
期
（
一
九
九
三
年
）
三
六
頁
。

（
１１
）

呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
九
三
頁
。

（
１２
）

王
作
全
「
中
国
に
お
け
る
株
式
制
に
よ
る
企
業
改
革
と
会
社
立
法
の
展
開
」
中
京
大
学
大
学
院
生
法
学
研
究
論
集
一
七
号
（
一
九
九
七

年
）
五
頁
。

（
１３
）

呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
九
五
頁
。
し
か
し
、
株
式
会
社
の
組
織
形
態
と
な
る
モ
デ
ル
が
不
明
確
で
あ
っ
た
た
め
、
一
九
八
八
年

末
に
す
で
に
六
〇
〇
〇
社
に
達
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
鐘
朋
栄
『
一
〇
年
経
済
改
革
―
―
歴
程
・
現
状
・
問
題
・
出
路
』（
河
南
人
民

出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
一
〇
五
頁
参
照
。

（
１４
）

株
式
制
導
入
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
国
務
院
（
中
央
政
府
）
法
制
局
は
一
九
八
九
年
上
半
期
に
瀋
陽
、
大
連
、
成
都
、
武
漢
、

南
京
、
上
海
、
北
京
、
深
�
等
一
四
都
市
の
代
表
的
な
株
式
制
試
行
企
業
九
七
社
に
対
し
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。

（
１５
）

以
上
、
株
式
制
企
業
九
七
社
の
項
目
別
の
具
体
的
な
デ
ー
タ
は
、
王
作
全
・
前
掲
注
（
１２
）
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
１６
）

い
わ
ゆ
る
「
老
三
会
」
で
あ
る
。

（
１７
）

呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
九
七
頁
以
下
。

（
１８
）

劉
鴻
儒
・
前
掲
注
（
１０
）
一
一
八
一
頁
以
下
。
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（
１９
）

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
受
け
た
株
式
制
試
行
企
業
九
七
社
の
う
ち
、
監
査
機
関
未
設
置
の
企
業
が
六
四
社
に
も
昇
っ
て
い
る
。
前
掲
注

（
１４
）
参
照
。

（
２０
）

酒
巻
俊
雄
「
中
国
会
社
法
の
基
本
的
構
造
と
そ
の
検
討
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
五
七
号
（
一
九
九
四
年
）
四
六
頁
以
下
参
照
。

（
２１
）

白
国
棟
「
中
国
会
社
法
上
の
監
査
制
度
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
五
七
号
（
一
九
九
四
年
）
五
五
頁
。

（
２２
）

王
作
全
「
中
国
会
社
立
法
の
展
開
と
機
関
に
関
す
る
日
本
法
か
ら
の
示
唆
（
３
）」
中
京
法
学
三
三
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
二
六
八
頁
、

二
七
〇
頁
。

（
２３
）

白
国
棟
・
前
掲
注
（
２１
）
五
五
頁
以
下
、
王
作
全
・
前
掲
注
（
２２
）
二
七
四
頁
。

（
２４
）

「
企
業
国
有
資
産
監
督
管
理
暫
行
条
例
」
起
草
小
組
編
『
企
業
国
有
資
産
監
督
管
理
暫
行
条
例
釈
義
』（
中
国
法
制
出
版
社
、
二
〇
〇
三

年
）
九
頁
。

（
２５
）

国
家
ま
た
は
国
有
法
人
が
筆
頭
株
主
で
あ
る
場
合
、
そ
の
持
株
比
率
が
二
五
％
以
上
で
あ
る
と
き
は
勿
論
、
そ
の
持
株
比
率
が
一
〇
％

以
上
で
か
つ
そ
の
他
の
株
主
が
相
当
分
散
し
持
株
比
率
が
五
％
未
満
の
と
き
に
も
国
有
の
性
格
を
有
す
る
と
解
す
る
見
解
も
あ
る
。
史
際
春

『
国
有
企
業
法
論
』（
中
国
法
制
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
一
三
頁
。

（
２６
）

法
律
出
版
社
法
規
研
究
中
心
編
『
企
業
国
有
資
産
監
督
管
理
暫
定
条
例
釈
義
』（
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
五
〇
頁
。

（
２７
）

「
企
業
国
有
資
産
監
督
管
理
暫
行
条
例
」
起
草
小
組
編
・
前
掲
注
（
２４
）
三
九
頁
で
は
、
各
地
の
国
有
資
産
監
督
管
理
機
構
は
中
央
政

府
及
び
地
方
官
庁
の
委
託
を
受
け
て
権
限
を
行
使
す
る
と
い
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
以
前
の
多
く
の
論
文
は
、
国
有
株
主
権
を

行
使
す
る
者
は
委
託
を
受
け
た
代
理
人
で
あ
る
と
解
す
る
も
の
が
多
い
。
余

智
「
股
�
公
司
内
部
監
督
机
制
研
究
」
中
国
人
民
大
学
学
報

一
九
九
六
年
第
一
期
二
四
頁
、
趙
麗
芳
「
試
論
企
業
内
部
監
督
系
統
設
計
」
内
蒙
古
財
経
学
院
学
報
二
〇
〇
〇
年
第
三
期
八
六
頁
。

（
２８
）

「
企
業
国
有
資
産
監
督
管
理
暫
行
条
例
」
起
草
小
組
編
・
前
掲
注
（
２４
）
一
一
五
頁
。

（
２９
）

公
有
制
企
業
に
は
、
全
民
所
有
制
企
業
（「
全
民
所
有
制
工
業
企
業
法
」
が
適
用
さ
れ
る
）
と
集
団
所
有
制
企
業
（「
集
体
所
有
制
工
業

企
業
法
」
が
適
用
さ
れ
る
）
の
二
種
類
が
あ
る
。

（
３０
）

陳

岷
「
試
論
我
国
股
�
公
司
監
事
会
制
度
的
完
善
」
技
術
経
済
総
第
一
六
〇
期
（
二
〇
〇
一
年
）
一
九
頁
、
遅
桂
敏
「
莱
鋼
推
進
職

工
董
事
職
工
監
事
制
度
建
設
的
調
査
」
調
査
与
思
考
二
〇
〇
〇
年
第
五
期
三
六
頁
。

（
３１
）

王
亦
平
「
国
有
企
業
改
制
与
企
業
法
律
形
態
的
選
択
」
徐
学
鹿
主
編
『
企
業
改
制
及
運
行
的
法
律
控
制
』（
人
民
法
院
出
版
社
、
二
〇
〇
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二
年
）
一
一
四
頁
、
史
際
春
（
徐
治
文
訳
）「
中
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
―
―
企
業
に
お
け
る
中
国
従
業
員
の
地
位
―

―
」
法
律
時
報
七
三
巻
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）
七
八
頁
。

（
３２
）

陳

岷
・
前
掲
注
（
３０
）
一
九
頁
、
徐
鉄
岩
�
孫

晴
「
浅
議
股
�
有
限
公
司
監
事
会
及
其
価
値
功
効
」
商
業
研
究
総
第
二
一
六
期

（
二
〇
〇
〇
年
）
八
二
頁
。

（
３３
）

以
上
、
李
福
安
「
対
完
善
国
有
企
業
監
督
机
制
的
思
考
」
湖
北
師
範
学
院
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
第
二
一
巻
（
二
〇
〇
一
年
）
二

九
頁
。

（
３４
）

崔
生
祥
「
産
権
制
度
改
革
与
職
工
董
事
、
監
事
制
度
」
工
会
理
論
与
実
践
第
一
四
巻
第
五
期
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
〇
頁
。

（
３５
）

呉

明
「
従
国
有
大
衆
汽
車
厂
改
制
為
股
�
公
司
看
徳
国
現
行
企
業
制
度
及
其
監
事
会
的
作
用
」
石
油
化
工
動
態
一
九
九
四
年
第
七
期

一
三
頁
。

（
３６
）

王
作
全
・
前
掲
注
（
２２
）
二
七
六
頁
。
白
国
棟
・
前
掲
注
（
２１
）
五
五
頁
以
下
で
も
、
同
旨
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
３７
）

常

健
�

常
林
「
完
善
我
国
公
司
監
事
会
制
度
的
法
律
思
考
」
上
海
社
会
科
学
院
学
術
季
刊
二
〇
〇
一
年
第
三
期
一
四
二
頁
。

（
３８
）

中
国
の
有
名
な
経
済
学
者
で
あ
る
呉
敬
�
教
授
は
、
著
書
『
現
代
公
司
与
企
業
改
革
』
で
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て

会
社
は
株
主
総
会
、
取
締
役
会
及
び
高
級
管
理
層
の
三
つ
の
機
関
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
と
解
し
た
。

（
３９
）

司

偉
「
公
司
監
督
机
制
的
制
度
契
合
―
―
我
国
上
市
公
司
監
事
会
制
度
完
善

議
―
―
」
財
貿
研
究
二
〇
〇
二
年
第
四
期
四
九
頁
。

（
４０
）

馮
同
慶
「
試
論
職
工
董
事
、
監
事
制
度
与
職
工
代
表
大
会
制
度
的
関
係
」
工
会
理
論
与
実
践
第
一
四
巻
第
四
期
（
二
〇
〇
〇
年
）
八
頁

〜
九
頁
。

（
４１
）

呉

明
・
前
掲
注
（
３５
）
一
三
頁
、
李
維
安
�
張
亜
双
「
如
何
構
造
適
合
国
情
的
公
司
治
理
監
督
机
制
―
―
論
我
国
監
事
会
的
効
能
定

位
―
―
」
当
代
経
済
科
学
第
二
二
巻
（
二
〇
〇
二
年
）
四
六
頁
で
は
、
監
事
会
は
銀
行
の
利
益
を
も
代
表
す
べ
き
だ
と
い
う
。

（
４２
）

侯
向
磊
「
我
国
公
司
法
人
治
理
結
構
中
権
力
制
衡
机
制
的
缺
陥
及
其
立
法
完
善
」
徐
学
鹿
編
『
商
法
研
究
』（
人
民
法
院
出
版
社
、
二
〇

〇
〇
年
）
二
二
一
頁
、
胡
新
華
「
国
有
企
業
監
督
机
制
的
法
律
控
制
」
徐
学
鹿
編
『
企
業
改
制
及
運
行
的
法
律
控
制
』（
人
民
法
院
出
版
社
、

第
一
版
、
二
〇
〇
二
年
）
一
九
九
頁
、
呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
五
六
九
頁
。

（
４３
）

張
亜
双
「
監
事
会
監
督
職
能
的
有
効
発
揮
」
南
開
管
理
評
論
二
〇
〇
一
年
第
一
期
二
六
頁
。

（
４４
）

王
作
全
・
前
掲
注
（
２２
）
一
六
八
頁
、
白
国
棟
・
前
掲
注
（
２１
）
五
九
頁
。
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（
４５
）

志
村
治
美
�
奥
島
孝
康
『
中
国
会
社
法
入
門
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
）
一
六
八
頁
〔
奥
島
孝
康
〕。

（
４６
）

王
作
全
・
前
掲
注
（
２２
）
二
七
六
頁
。

（
４７
）

企
業
内
に
設
け
ら
れ
て
い
る
中
国
共
産
党
委
員
会
の
こ
と
を
指
す
。

（
４８
）

白
国
棟
・
前
掲
注
（
２１
）
五
五
頁
、
五
九
頁
。
従
来
の
国
有
企
業
で
は
、
共
産
党
委
員
会
、
従
業
員
代
表
大
会
及
び
労
働
組
合
が
企
業

の
機
関
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

（
４９
）

侯
向
磊
・
前
掲
注
（
４２
）
二
二
一
頁
、
胡
新
華
・
前
掲
注
（
４２
）
一
九
九
頁
、
呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
五
六
九
頁
。

（
５０
）

朱
慈
蘊
「
職
工
持
股
立
法
応
該
注
重
人
力
資
本
理
念
的
導
入
」
法
学
評
論
（
双
月
刊
）
第
一
九
巻
第
五
期
（
二
〇
〇
一
年
）
一
二
八
頁
。

（
５１
）

呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
九
五
頁
。

（
５２
）

朱
慈
蘊
・
前
掲
注
（
５０
）
一
二
八
頁
。

（
５３
）

財
産
権
、
国
有
株
、
全
部
ま
た
は
重
要
な
資
産
及
び
中
国
国
内
債
権
人
の
債
権
の
譲
受
な
ら
び
に
新
株
の
引
受
に
よ
り
、
国
有
企
業
に

対
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
５４
）

王
保
樹
（
徐
治
文
訳
）「
中
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
―
―
経
営
集
中
の
理
念
か
制
衡
の
理
念
か
―
―
」
法
律
時
報
七

三
巻
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）
八
七
頁
、
呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
五
二
九
頁
。

（
５５
）

王
作
全
・
前
掲
注
（
２２
）
二
八
六
頁
。

（
５６
）

呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
五
二
七
頁
。

（
５７
）

白
国
棟
・
前
掲
注
（
２１
）
六
一
頁
、
王
作
全
・
前
掲
注
（
２２
）
二
八
六
頁
。

（
５８
）

白
国
棟
・
前
掲
注
（
２１
）
六
五
頁
。
志
村
�
奥
島
・
前
掲
注
（
４５
）
一
七
三
頁
で
も
、
同
様
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

解
釈
は
統
一
「
契
約
法
」（
中
国
語
で
は
「
合
同
法
」、
一
九
九
九
年
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
信
義
誠
実
義
務
が
導
入
さ
れ
て
い
る
）
が

成
立
す
る
前
に
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
５９
）

徐

燕
「
公
司
法
原
理
」（
法
律
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
二
九
九
頁
、
胡
新
華
・
前
掲
注
（
４２
）
二
一
五
頁
、
李
福
安
・
前
掲
注

（
３３
）
二
八
頁
、
李
培
志
�
楊
貴
海
「
完
善
監
事
会
的
架
構
設
計
発
揮
監
事
会
的
価
値
功
能
」
河
北
法
学
総
第
一
一
〇
期
（
二
〇
〇
一
年
）

三
八
頁
、
陳
淡
卿
「
浅
論
完
善
我
国
公
司
内
部
監
事
会
監
督
制
衡
机
制
」
南
方
経
済
二
〇
〇
〇
年
第
六
号
四
二
頁
。

（
６０
）

甘
培
中
・
前
掲
注
（
２
）
八
〇
頁
。

中国の株式会社における監事会（監査役会）の構成及びその地位の向上をめぐって
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（
６１
）

延
伊
倫
「
関
于
建
立
職
工
董
事
、
監
事
制
度
的
法
律
思
考
」
工
会
理
論
与
実
践
第
一
四
巻
第
五
期
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
七
頁
。

（
６２
）

何
天
貴
『
詳
解
中
華
人
民
共
和
国
契
約
法
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
九
頁
。

（
６３
）

甘
培
中
・
前
掲
注
（
２
）
八
〇
頁
。
そ
の
法
的
根
拠
と
し
て
、
二
〇
〇
一
年
四
月
に
制
定
さ
れ
た
「
信
託
法
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（
６４
）

一
九
九
三
年
八
月
に
制
定
さ
れ
、
同
年
一
〇
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

（
６５
）

二
〇
〇
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

（
６６
）

胡
文
濤
「
強
化
我
国
股
�
有
限
公
司
監
事
会
監
督
職
能
的
法
律
思
考
」
経
済
師
一
九
九
九
年
第
六
期
三
〇
頁
参
照
。

（
６７
）

共
産
党
委
員
会
委
員
に
は
、
共
産
党
紀
律
検
査
委
員
会
の
書
記
、
労
働
組
合
の
主
席
等
が
含
ま
れ
る
。

（
６８
）

田
中
信
行
「
中
国
会
社
法
の
隠
れ
た
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
七
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
六
五
頁
。

（
６９
）

南
開
大
学
課
題
研
究
チ
ー
ム
と
国
家
経
済
貿
易
委
員
会
綜
合
司
が
共
同
で
行
っ
た
調
査
で
あ
り
、
一
九
九
七
年
か
ら
一
九
九
九
年
ま
で

の
全
国
の
上
場
会
社
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
李
維
安
�
張
亜
双
・
前
掲
注
（
４１
）
四
三
頁
参
照
。

（
７０
）

殷
少
平
「
関
于
独
立
董
事
制
度
的
思
考
」
中
国
証
券
報
二
〇
〇
一
年
四
月
二
五
日
版
。

（
７１
）

呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
五
二
五
頁
、
呂
心
為
「
試
論
我
国
上
市
公
司
内
部
監
督
制
度
的
立
法
完
善
」h

ttp://w
w

w
.law

-lib.

com
/lw

/

、
胡
新
華
・
前
掲
注
（
４２
）
一
九
九
頁
。

（
７２
）

万
利
民
「
我
国
公
司
法
人
治
理
結
構
中
監
察
権
有
効
行
使
的
法
律
思
考
」
工
業
技
術
経
済
第
二
一
巻
第
二
号
（
一
九
九
九
年
）
三
〇
頁
、

常

健
�

常
林
・
前
掲
注
（
３７
）
一
四
三
頁
。

（
７３
）

侯
向
磊
・
前
掲
注
（
４２
）
二
二
二
頁
、
呂
心
為
・
前
掲
注
（
７１
）。

（
７４
）

陳
淡
卿
・
前
掲
注
（
５９
）
四
〇
頁
。

（
７５
）

魏

萍
�
徐
何
生
「
完
善
我
国
股
�
有
限
公
司
監
事
会
制
度
之
研
究
」
律
師
世
界
二
〇
〇
三
年
第
四
期
二
〇
頁
、
万
利
民
・
前
掲
注

（
７２
）
三
〇
頁
、
胡
茂
剛
「
論
我
国
股
�
有
限
公
司
監
事
机
制
之
完
善
」
天
津
市
政
法
管
理
幹
部
学
院
学
報
二
〇
〇
〇
年
第
一
期
二
四
頁
、

常

健
�

常
林
・
前
掲
注
（
３７
）
一
四
三
頁
。

（
７６
）

陳
淡
卿
・
前
掲
注
（
５９
）
四
〇
頁
、
馬
栄
偉
「
上
市
公
司
内
部
監
督
制
度
重
構
」
証
券
市
場
導
報
二
〇
〇
一
年
四
月
号
、
呉
天
宝
ほ
か

・
前
掲
注
（
４
）
五
二
五
頁
、
胡
新
華
・
前
掲
注
（
４２
）
一
九
九
頁
、
呂
心
為
・
前
掲
注
（
７１
）
参
照
。

（
７７
）

二
〇
〇
一
年
国
泰
君
安
証
券
公
司
が
全
国
の
上
場
会
社
三
四
社
に
対
し
行
っ
た
調
査
で
あ
る
。
張

旭
「
対
我
国
上
市
公
司
監
事
審
計
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監
督
的
思
考
」
生
産
力
研
究
二
〇
〇
三
年
第
五
期
二
九
二
頁
参
照
。

（
７８
）

侯
向
磊
・
前
掲
注
（
４２
）
二
二
一
頁
、
胡
新
華
・
前
掲
注
（
４２
）
一
九
九
頁
、
呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
五
六
九
頁
。

（
７９
）

陳

岷
・
前
掲
注
（
３２
）
一
九
頁
。

（
８０
）

以
上
、
李
福
安
・
前
掲
注
（
３３
）
二
九
頁
。

（
８１
）

胡
文
濤
・
前
掲
注
（
６６
）
三
〇
頁
、
胡
茂
剛
・
前
掲
注
（
７５
）
二
四
頁
、
陳
淡
卿
・
前
掲
注
（
５９
）
四
一
頁
、
常

健
�

常
林
・
前

掲
注
（
３７
）
一
四
六
頁
。

（
８２
）

張
亜
双
・
前
掲
注
（
４３
）
二
六
頁
、
石
少
侠
�
王
福
友
「
会
社
に
お
け
る
従
業
員
の
経
営
参
加
権
」h

ttp://w
w

w
.civillaw

.com
.cn

/

jin
ron

g

原
載
誌
「
法
制
と
社
会
発
展
」
一
九
九
九
年
第
三
期
。

（
８３
）

李
宏

ほ
か
「
美
日
徳
公
司
内
部
監
控
模
式
的
特
点
及
其
借
�
」
理
論
探
討
総
第
九
九
期
（
二
〇
〇
一
年
）
三
八
頁
。

（
８４
）

張
亜
双
・
前
掲
注
（
４３
）
二
七
頁
。

（
８５
）

王
宗
正
「
我
国
股
�
有
限
公
司
内
部
監
督
制
約
机
制
及
其
完
善
」
浙
江
学
刊
二
〇
〇
一
年
第
一
期
一
八
八
頁
。

（
８６
）

甘
培
中
・
前
掲
注
（
２
）
八
三
頁
。

（
８７
）

劉
長
翠
「
西
方
公
司
監
事
審
計
制
度
及
其
借
�
」
審
計
与
経
済
研
究
一
九
九
八
年
第
四
期
一
〇
頁
。

（
８８
）

司

偉
・
前
掲
注
（
３９
）
五
二
頁
、
趙

健
「
完
善
我
国
上
市
公
司
監
事
会
制
度
的
思
考
」
焦
作
大
学
学
報
二
〇
〇
三
年
第
三
期
三
七

頁
。

（
８９
）

李

曜
「
我
国
上
市
公
司
監
事
会
制
度
研
究
」
財
経
研
究
第
二
八
巻
（
二
〇
〇
二
年
）
三
一
頁
。

（
９０
）

史
際
春
・
前
掲
注
（
３１
）
八
四
頁
。

（
９１
）

胡
茂
剛
・
前
掲
注
（
７５
）
二
四
頁
、
呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
五
二
四
頁
。

（
９２
）

雷

涵
「
我
国
公
司
法
人
機
関
権
力
制
衡
机
制
的
公
司
法
完
善
」
西
北
政
法
学
院
学
報
一
九
九
七
年
第
六
期
、
呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注

（
４
）
五
二
六
頁
。

（
９３
）

王
宗
正
「
股
�
有
限
公
司
独
立
監
事
制
度
之
探
討
」
温
州
師
範
学
院
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
第
二
四
期
（
二
〇
〇
三
年
）
七
三
頁
、

趙

健
・
前
掲
注
（
８８
）
三
七
頁
。

（
９４
）

王
宗
正
・
前
掲
注
（
８５
）
一
八
八
頁
、
侯
向
磊
・
前
掲
注
（
４２
）
二
二
五
頁
。
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（
９５
）

徐

潔
「
健
全
和
完
善
股
�
公
司
機
関
的
策
略
」h

ttp://ch
in

alaw
.com

.cn

原
載
誌
「
民
商
法
学
」
二
〇
〇
〇
年
第
一
期
、
呉
天
宝

ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
五
二
四
頁
、
胡
茂
剛
・
前
掲
注
（
７５
）
二
四
頁
。
王
保
樹
・
前
掲
注
（
５４
）
八
九
頁
も
、
社
外
監
査
役
と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
い
る
。

（
９６
）

李
培
志
�
楊
貴
海
・
前
掲
注
（
５９
）
三
八
頁
。

（
９７
）

司

偉
・
前
掲
注
（
３９
）
五
二
頁
、
趙

健
・
前
掲
注
（
８８
）
三
七
頁
。

（
９８
）

侯
向
磊
・
前
掲
注
（
４２
）
二
二
五
頁
。

（
９９
）

甘
培
中
・
前
掲
註
（
２
）
八
四
頁
。

（
１００
）

袁
慶
宏
「
公
司
治
理
評
価
中
的
監
事
会
指
標
体
系
設
置
研
究
」
南
開
管
理
評
論
二
〇
〇
三
年
第
三
期
二
〇
頁
。

（
１０１
）

王
宗
正
・
前
掲
注
（
８５
）
七
四
頁
。
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
社
外
監
事
が
監
事
会
構
成
員
の
半
数
以
上
を
占
め
る
べ
き
と
す
る
説
も

あ
る
。
司

偉
・
前
掲
注
（
３９
）
五
二
頁
、
趙

健
・
前
掲
注
（
８８
）
三
七
頁
。

（
１０２
）

王
保
樹
・
前
掲
注
（
５４
）
八
七
頁
、
呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
五
二
九
頁
、
徐
鉄
岩
�
孫

晴
「
浅
議
股
�
有
限
公
司
監
事
会
及

其
価
値
功
効
」
商
業
研
究
総
第
二
一
六
期
（
二
〇
〇
〇
年
）
八
三
頁
。

（
１０３
）

李

曜
・
前
掲
注
（
８９
）
三
一
頁
。
そ
の
一
部
の
監
事
候
補
者
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
１０４
）

施
余
兵
「
試
論
独
立
董
事
与
監
事
会
的
関
係
架
構
」
北
京
工
商
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）
第
一
七
巻
（
二
〇
〇
二
年
）
七
一
頁
。

（
１０５
）

王
保
樹
・
前
掲
注
（
５４
）
八
九
頁
。

（
１０６
）

胡
文
濤
・
前
掲
注
（
６６
）
三
〇
頁
、
呉
天
宝
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
五
二
八
頁
、
陳
淡
卿
・
前
掲
注
（
５９
）
四
一
頁
、
張
亜
双
・
前
掲

注
（
４３
）
二
六
頁
、
魏

萍
�
徐
何
生
・
前
掲
注
（
７５
）
二
〇
頁
。

論 説
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